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はじめに

この「障がい者福祉ガイドブック」は、障がいのある方の日常生活

や社会生活にお役立ていただけるよう、利用できるサービスや制度を

広くご案内しています。

毎日の生活の中で、このガイドブックを大いにご活用ください。

ご利用にあたって

◆ この「障がい者福祉ガイドブック」は、令和５年４月１日現在の内容で作成し

ています。

◆ この「障がい者福祉ガイドブック」は、主に身体障がい者、知的障がい者、精神

障がい者及び一部難病の方が対象になります。

◆ この「障がい者福祉ガイドブック」は、障がい福祉課が編集を行いましたが、

個別の制度は、担当窓口がそれぞれ異なりますので、詳しくは本文をご覧ください。

◆ 紙面の都合上、本文は簡略な内容になっており、また、法律の改正などで内容

が変更になることもありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

◆ 平成２８年１月１日から、個人番号（マイナンバー）制度の利用開始に伴い、

申請書にマイナンバーの記入が必要になったものがあります。詳しくは本文お

よび９５ページをご覧ください。

宮崎市では、平成２５年４月から法令名などの一部の用語を除き、

「障害」を「障がい」と表記しています。
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Ⅰ 手 帳

１．身 体 障 が い 者 手 帳

２．療 育 手 帳

３．精神障がい者保健福祉手帳

この章では、上記手帳の申請手続き及び手帳交付後の変更手続き（住所変更等）に

ついて記載しておりますので、ご覧ください。
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１．身体障がい者手帳

身体に永続する障がいがある人が交付の対象で、各種福祉サービスを受けるための基本

になるものです。

(１) 障がいの範囲 ※ 手帳が交付される障がいの種類は、以下のとおり限定されています。

・視覚障がい ・聴覚又は平衡機能障がい ・音声、言語又はそしゃく機能障がい

・肢体不自由（上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい）

・内部障がい（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫、肝臓機能障がい）

(２) 障がいの程度 ※ 複数の障がいがある方は、より重い等級になる場合があります。

障がいの程度は、重い方から順に、1級から７級まで分けられています。

どの程度の障がいが何級に該当するかは、「身体障がい者障がい程度等級表」（P78～P81）

をご覧ください。なお、身体障がい者手帳が交付されるのは、総合等級が1級から６級ま

での方となります。

(３) 申請の手続 ※申請に必要なものは以下のとおりです。

① はじめて申請される方

・診断書・意見書（所定の様式） ・顔写真1枚

・マイナンバーに係る確認書類

② 再交付の申請をされる方

◎ 障がい程度の変更、又は障がいの追加の場合

・診断書・意見書（所定の様式） ・顔写真1枚 ・手帳

・マイナンバーに係る確認書類

◎ 再認定の場合（再認定の時期は、手帳交付時にお知らせします）

将来的に障がい程度の変化が予想される場合は、再認定が必要になります。該当者には、

事前にお知らせしますので、再交付申請を行ってください。

なお、申請に必要なものは、障がい程度変更の場合と同じです。

◎ 手帳の紛失、破損の場合

・顔写真1枚 ・手帳（破損の場合） ・マイナンバーに係る確認書類

＜注意事項＞

★ 診断書・意見書は、必ず指定医師に記載していただくようお願いします。

≪指定医師については、宮崎県のホームページに一覧が掲載されていますのでそちらをご

覧いただくか、市障がい福祉課または各総合支所地域市民福祉課までお問い合わせくだ

さい。≫

★ 顔写真は、上半身・脱帽で、撮影後1年以内のもの（マスク・サングラス等は不可）

（大きさは、たて４ｃｍ×よこ３ｃｍ）
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(４) 交付後の届け出 ※ 以下の場合は、手帳を持参して、届け出てください。

① 住所が変わった場合

ただし、市外に転出した場合は、転出先の市町村へ届け出てください。

② 氏名が変わった場合

③ 手帳所持者が死亡した場合

④ 障がい程度が軽減し、身体障がい者に該当しなくなった場合

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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２．療育手帳

知的障がいがある人が交付の対象で、各種福祉サービスを受けるための基本になるものです。

（１）障がいの程度

障がいの程度は、「Ａ」「Ｂ１」「Ｂ２」の記号で示しています。

知能指数（ＩＱ）により発達障がい程度を区分すると、次のようになります。

・重度 Ａ （おおむねＩＱ３５以下）

・中度 Ｂ１ （おおむねＩＱ５０以下）

・軽度 Ｂ２ （おおむねＩＱ７０以下）

※ 知能指数（ＩＱ）により区分が困難又は不適当と判断される場合は、「発達障がいの程度

の指数」を参考に判定されます。

（２）申請の手続 ※ 申請に必要なものは以下のとおりです。

① はじめて申請される方

・顔写真１枚

※ 申請する前に、１８歳未満は中央児童相談所、１８歳以上は中央福祉こどもセンター

で判定を受けてください。なお、判定を受けるには電話予約が必要です。

② 再交付の申請をされる方

◎ 再判定を受ける場合

・顔写真１枚 ・手帳

※再判定を中央児童相談所又は中央福祉こどもセンターに電話予約した後、申請して

ください。

◎ 手帳の紛失、破損の場合

・顔写真１枚 ・手帳（破損の場合）

（３）交付後の届出 ※以下の場合は、手帳を持参して、届け出てください。

① 住所が変わった場合

ただし、市外に転出した場合は、転出先の市町村へ届け出てください。

② 本人又は保護者氏名が変わった場合

（死亡などにより保護者が変わった場合も含みます。）

③ 手帳所持者が死亡した場合

④ 障がい程度が軽減し、手帳を必要としなくなった場合

＜注意事項＞

★上記（２）、（３）に関しては、いずれ

も療育手帳上の保護者がお住まいの

市町村が窓口になります。

★顔写真は、上半身・脱帽で、撮影後１

年以内のもの（マスク・サングラス等

は不可）

（大きさは、たて４ｃｍ×よこ３ｃｍ）

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

宮崎県中央福祉こどもセンター・中央児童相談所

℡ ２６－１５５１

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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３．精神障がい者保健福祉手帳

精神障がい者保健福祉手帳は、精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を図るため、

本人又は保護者等の申請に基づいて交付されるものです。

(１) 障がいの等級

・１級・・・日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

・２級・・・日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの

・３級・・・日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生

活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(２) 申請の手続 ※申請に必要なものは以下のとおりです。

① 精神障がいを支給事由とする年金等を受けている場合

・年金証書の写し（特別障がい給付金の受給者証でも可）

・直近の振込(支払)通知書等の写し

・顔写真1枚 ・マイナンバーに係る確認書類

② 医師の診断書による場合

・医師の診断書（精神障害者保健福祉手帳用）

・顔写真1枚 ・マイナンバーに係る確認書類

③ 手帳の紛失、破損の場合

・顔写真1枚 ・マイナンバーに係る確認書類 ・手帳（破損の場合）

＜注意事項＞

★ 手帳の有効期間は２年間です。継続を希望する場合は、更新の手続きが必要になります。

更新申請の際に、期限内に更新手続きされる場合は、写真の提出は必要ありません。

ただし、診断書等による判定の結果、等級が変更された場合は、新しい手帳を発行する

ため、後日写真の提出が必要です。

また、有効期限内に等級の変更をすることもできます。(申請方法は①、②に準じます。)

★ 医師の診断書は、初診日から６か月を経過した日以降のものに限ります。

★ 顔写真は、上半身・脱帽で、撮影後1年以内のもの（マスク・サングラス等は不可）

（大きさは、たて４ｃｍ×よこ３ｃｍ）

(３) 交付後の届け出

※ 以下の場合は、手帳を持参して、届け出てください。

① 住所が変わった場合

② 氏名が変わった場合

③ 手帳所持者が死亡した場合

④ 政令で定める精神障がいの状態が

なくなった場合

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。



6



7

Ⅱ 制度一覧表

この章では、障がいのある方が利用できる制度を一覧表にして掲載しておりますが、原則として以下

のとおり、「制度」と「対象者」との関係を区分けしております。

(１) 手帳所持が必要な制度の場合〔○又は△（▲を含む）の表示のあるもの〕

① 一覧表中「○」の表示

その手帳を所持している方のほぼ全てが、制度の対象となります。

② 一覧表中「△」の表示

身体障がい者が利用する制度は、障がい等級だけではなく、障がい内容（視覚、肢体不自由等）

や所得の状況等により対象者を限定している場合があるため、その手帳を所持している一部の

方（具体的には第Ⅲ章の「対象者」の欄に記載）が、制度の対象者となります。

※ ここでいう「対象者」は、手帳等級のみでみた場合に、その制度を利用できる可能性があるこ

とを意味しています。

(２) 手帳所持が必要でない制度の場合（「対象者は第Ⅲ章…」の表示のあるもの）

ただし、上記いずれの場合も、

実際にその制度を利用できるかは、その他の条件（第Ⅲ章で記載する「条件」）が必要

（※例えば、「在宅であるか」、「どの程度必要性があるか」）になってくる場合がありますので、

詳しくは、第Ⅲ章をご覧のうえ、担当する窓口にお問い合わせください。

＜介護保険との関係について＞

★ この「障がい者福祉ガイドブック」でいう介護保険制度の対象者は、下記の①又は②に該当する方です。

★ 印がついているサービスは、障がい福祉サービスに相当する介護（予防）サービスが

あります。

６５歳以上の方は、介護保険の第１号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方で特定疾病該

当者は第２号被保険者）となり、障がい福祉サービスに相当する介護（予防）サービスがあ

る場合は、基本的に介護（予防）サービスを優先して利用していただくことになります。

介護保険制度の支給限度基準額の制約から、介護（予防）サービスのみによって生活に必

要な支給量を確保することができない場合や、要介護・要支援認定の結果、非該当と判定さ

れるなど、介護（予防）サービスを利用することができない場合であって、障がい福祉サー

ビスにおける支援が必要と市が認めた場合は、障がい福祉サービスを利用することができま

す。詳しくは、担当係まで問い合わせください。

障がい福祉サービスに関する問い合わせ先
障がい福祉課 ℡ ２１－１７７２

（介護保険制度に関する問い合わせ先）

介護保険課 ℡ ２１－１７７７

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

①６５歳以上の方で、介護や支援が必要であると認定された方

②４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者で、老化が原因とされる病気

（特定疾病）により介護や支援が必要であると認定された方

※特定疾病は、加齢と関係のある疾病で１６疾病が指定されています。

介
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手帳の
種類等

掲　載
ページ

12 13 14 15 16 16 18 18 19 20 20 22 23 23 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34

１級 △ △ △ △ △ △

２級 △ △ △ △ △ △

３級 △ △
①
▲

△ △ △

４級 △ △ △ △

５級 △ △ △

６級 △ △ △

Ａ △ △ △

Ｂ１
①
▲

△

Ｂ２ △

１級
②
○

△ △

２級
②
○

△ △

３級
②
○

△

難病等 △ △

①身体障がい者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１は対象者。

②精神障がい者保健福祉手帳所持の有無は問いません。

制　　度　　一
制度区分 医療費 手当・年金

補装具
等

　　　　　　　障　　が　　い　　福　　祉

制
　
　
度
　
　
名

身
体
障
が
い
者
手
帳

療
育
手
帳

精
神
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が
い
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保
健
福
祉
手
帳

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

介 介 介 介 介介 介
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そ
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他
の
各
種
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35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 43 44 45 46 50 50 51 53 53 54 54 56 57 57 59

△△ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

△ △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △

△ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

△ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

△ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

△ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

△ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △

△ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

△ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

△ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △

○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △

○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △

△ △ ○ △

「○」…サービスを利用できます。

「△」…利用に際して条件があります。詳細については掲載ページをご覧ください。

「▲」…利用に際して手帳の条件等があります。詳細は掲載ページをご覧ください。

…介護保険が基本的に優先されます。詳細は障がい福祉課にお尋ねください。

  覧　　表
　　サ　ー　ビ　ス　等 補助・貸付 控除・割引

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照

対
象
者
は
第
Ⅲ
章
を
参
照
　
　
◎
手
帳
所
持
が
必
要
な
制
度
も
あ
り

介

介

介 介介 介
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Ⅲ 障がい者を支援する制度

この章では、障がい者を支援する制度について第Ⅱ章の一覧表で示した順番に具体的に記

載してあります。その見方は次のとおりです。

◎ 対 象 者・・・・・・◆ 手帳所持が必要な場合には、その種類と障がい程度を記載

しています。なお、障がい程度の等級は、重い順に１、２、３

級･･･（療育手帳はＡ、Ｂ１、Ｂ２）となりますので、例えば

３級以上という場合は、「１、２、３級」を意味します。

◆ 手帳所持が要件でない場合は、対象となる方を具体的に記載

しています。

◎ 内 容・・・・・・制度の内容を具体的に記載しています。

◎ 条 件・・・・・・実際に制度を利用するうえで必要な条件を記載しています。

※「自己負担あり」は所得・市民税等に応じての負担や実費に

よる負担が必要なものです。

◎ 申請に必要なもの・・・・手帳・印鑑等、申請する際に必要なものを記載しています。

※各人によって必要なものが異なる場合は、記載しておりませ

んので、それぞれ担当部署へお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先・・・・その制度についての担当部署を記載しています。

【 お 願 い 】

各制度の利用については、事前申請が原則ですので、申請前に必ず担当窓口に

お問い合わせいただきますようお願いします。



12

１．医療費

自立支援医療（更生医療）

(１) 対 象 者

１８歳以上の身体障がい者手帳を所持している方

(２) 内 容

身体障がい者の障がいを軽減・回復させることを目的とする医療費の助成を行います。

(３) 条 件

・所得に応じて自己負担あり

・医療機関の指定あり

・対象となる医療に制限あり(手帳の内容と医療の種類の関係は、以下のとおり)

① じん臓機能障がい・・・血液透析、腹膜透析、じん移植術、免疫抑制療法等

② 心臓機能障がい・・・経皮的冠動脈形成術、冠動脈バイパス術、大動脈弁置換術、

ペースメーカー植え込み術（ジェネレーター交換術）等

③ 肝臓機能障がい・・・肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法

④ 肢 体 不 自 由・・・人工関節置換術、人工骨頭置換術、関節形成術等

⑤ 視 覚 障 が い・・・水晶体摘出術、眼内レンズ挿入術、角膜移植術等

⑥ 聴 覚 障 が い・・・外耳道形成術、鼓室形成術、人工内耳埋め込み術等

⑦ 音声・言語・そしゃく機能障がい・・・唇顎口蓋裂の手術およびその後の保定、

人工喉頭および食道発声習得療法等

⑧ 小腸機能障がい・・・中心静脈栄養法

⑨ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい・・・抗ＨＩＶ療法、免疫調整療法等

(４) 申請に必要なもの

① 手帳

② 健康保険証

③ マイナンバーに係る確認書類

④ 意見書(所定の様式)

⑤ 特定疾病療養受療証(透析患者のみ)

＜注意事項＞

※所得課税証明書や障がい年金・遺族年金等の非課税収入がわかる書類を提出していただく場

合があります。

※身体障がい者手帳と同時申請できる場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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自立支援医療（育成医療）

（１) 対 象 者

身体に障がいのある、又は現存する疾患に係る医療を行わないときは、将来において障がいを

残すと認められ、かつ確実な治療の効果が期待できる１８歳未満の児童で、保護者が宮崎市に在

住するもの

（２) 内 容

障がいを軽減・回復させることを目的とする医療費の助成を行います。

（３）条 件

・所得に応じて自己負担あり

・医療機関の指定あり

・対象となる医療に制限あり（障がい区分と医療の内容については以下のとおり）

① 視覚障がいによるもの

② 聴覚、平衡機能の障がいによるもの

③ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの

④ 肢体不自由によるもの

⑤ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの

⑥ 先天性の内臓の機能の障がいによるもの（⑤に掲げるものを除く。）

⑦ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの

※ 内臓の機能の障がいによるものについては、いわゆる内科的治療のみのものは除く。

※ 腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する

中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対す

る肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

(４) 申請に必要なもの

① 申請書

② 意見書（所定の様式、医師が記入）

③ 健康保険証（本人が国保・国保組合の場合は世帯全員分）

④ マイナンバーに係る確認書類

⑤ 特定疾病療養受療証（腎臓機能障がいに対する人工透析療法を受ける方）

※ 原則、事前申請です。

（問い合わせ先・申請先）

親子保健課 ℡ ７３－８２００

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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自立支援医療（精神通院医療）

(１) 対 象 者

精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態により、通院医療が必要な方

(２) 内 容

精神疾患を軽減・回復させることを目的とする医療費の助成を行います。

宮崎県が支給認定を行い、宮崎市ではその申請を受け付けています。

(３) 条 件

・所得に応じて自己負担あり

・医療機関の指定あり

(４) 申請に必要なもの

① 健康保険証

② マイナンバーに係る確認書類

③ 診断書（精神通院医療用）

<注意事項>

★ 所得・課税証明書や障がい年金・遺族年金等の非課税収入がわかる書類を提出していただく

場合があります。

★ 精神障がい者保健福祉手帳と同時申請ができる場合があります。詳しくは、下記までお問い

合わせください。

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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重度心身障がい者医療費助成

(１) 対 象 者

次の手帳を所持している方

・身体障がい者手帳１、２級

・療育手帳Ａ

・身体障がい者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１

(２) 内 容

保険診療内における医療費を助成するものです。助成方法及び助成額については、下記の

とおりです。

【助成方法】

・県内の外来・入院の場合・・現物給付

・県外の外来・入院の場合・・償還払い

【助成額】

・入院の場合・・・・・・・・自己負担額は医療機関の窓口で1,000円/月

・外来の場合・・・・・・・・自己負担は調剤を除く、1診療報酬明細書等につき500円

（調剤については、自己負担はありません。）

※ 20歳未満の受給者につきましては、県内の入院・外来は自己負担がありません。

※ 介護保険適用分は、助成の対象となりません（医療保険適用の医療費のみ対象）。

※ 高額療養費・附加給付金は、その額を差し引いて助成するか、市が本人の委任を受けて代

理受領を行うことがあります。

※ 未就学児（小学生未満）については、子ども医療適用となります。

(３) 条 件

・所得制限（２０歳未満を除く）

・各健康保険に加入していること

(４) 申請に必要なもの

① 手帳

② 健康保険証

③ マイナンバーに係る確認書類

④ 本人名義の預金通帳（ゆうちょ銀行可）

⑤ 所得･課税証明書（1月1日現在の住所が市外にあった場合）

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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ひとり親家庭等医療費助成

(１) 対 象 者

① ひとり親家庭の父又は母（２０歳未満の者を扶養している方）

※ 配偶者に重度の障がいがある場合を含む

② ひとり親家庭又は父母のない１８歳未満の児童

（１８歳になって最初の３月３１日まで）

③ 一人暮らしの寡婦

（以前①の状態にあり、現在生計を同じくする者のない６０歳以上の一人暮らしの方）

※ 戸籍により死別、離婚の証明ができ医療費の自己負担が１割負担でない人

(２) 内 容

① ひとり親家庭の父又は母

病院等の窓口で負担する一部負担金から、外来・入院合わせて一人あたり月額 １，０００円

と保険者負担額（高額療養費・附加給付金）を除いた額を助成します。

② ひとり親家庭又は父母のいない１８歳未満の児童

・高校生は、①と同様です。

・小中学生は、外来・入院ともに医療費（保険診療分）の一部負担金を全額助成し、病院等の

窓口での自己負担額が無料となります。

③ 一人暮らしの寡婦

外来・入院ともに病院等の窓口で負担する一部負担金から、医療費（保険診療分）の１割と保

険者負担額（高額療養費・附加給付金）を除いた額を助成します。

(３) 条 件

・所得制限

・健康保険の加入

・他にもいくつかの条件や確認事項があ

ります。詳しくは、子育て支援課まで

お問い合わせください。

後期高齢者医療制度の適用

(１) 対 象 者

次に該当する満６５歳以上７５歳未満の方

・身体障がい者手帳３級以上（一障がいで３級以上）

また、① 音声・言語・そしゃく機能障がい・・・・・４級以上

② 肢体不自由障がいのうち、下肢機能障がい・・・・４級の１・３・４

・療育手帳Ａ

・精神障がい者保健福祉手帳２級以上

・障がい基礎年金の２級以上程度

※ 上記以外に後期高齢者医療制度の適用を相当と認める方（医師の診断書が必要）

（問い合わせ先・申請先）

子育て支援課 ℡ ２１－１７６５

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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(２) 内 容

後期高齢者医療費制度は通常７５歳以上の方に適用されますが、上記の対象者は任意で６５歳

から加入することができ、医療費や保険料が安くなることがあります。

なお、資格取得日は後期高齢者医療制度の被保険者として認められた日となりますので、後期

高齢者医療制度に加入した場合は、これまで加入していた健康保険の資格喪失届出を行ってくだ

さい。

（３）申請に必要なもの

① 手帳又は年金証書等の障がい程度を証するもの

② 健康保険証

③ マイナンバーに係る確認書類

※ 代理申請の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

（問い合わせ先・申請先）

国保年金課 ℡ ２１－１７４５

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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２．手当・年金

特別障がい者手当

(１) 対 象 者

政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護

を必要とする２０歳以上の方

(２) 内 容

対象者本人に対し、毎年５月・８月・１１月・２月に口座振込で手当を支給します。

（月額２７，９８０円）

(３) 条 件

・重度障がい者が在宅であること（施設によっては在宅扱いとなる場合があります。）

・所得制限

(４) 申請に必要なもの

① 身体障がい者手帳（お持ちの方のみ） ② 診断書（国が定める様式）

③ 本人名義の預金通帳 ④ マイナンバーに係る確認書類

＜注意事項＞

所得・課税証明書や障がい年金・遺族年金等の非課税収入がわかる書類を提出していただく

場合があります。

(５) その他

・毎年８月に現況届の提出が必要となります（所得年度の更新、現況確認のため）。

・障がい認定の適正を期すため、必要に応じ期間を定めて認定（有期認定）する場合があります。

その場合は定期的な診断書の提出が必要となります。

障がい児福祉手当

(１) 対 象 者

下記のいずれかに該当する２０歳未満の児童

・視力の良い方の眼の視力が０．０２以下である方と視力や視野に障がいのある児童

・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の児童

・両上肢の著しい障がいあるいは両下肢の機能を全廃した児童、又は体幹機能障がいで座ってい

ることができない児童

・内臓機能等に重度の障がいがある児童

・知的障がい(ＩＱがおおむね２０以下)、発達障がいのため常時の介助又は援助を必要とする児童

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申 請 先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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(２) 内 容

対象者本人に対し、毎年５月・８月・１１月・２月に口座振込で手当を支給します。

（月額１５，２２０円）

(３) 条 件

・障がい児が法で定められた施設等に入所していないこと（入院可）

・障がい児が障がいを事由とする年金を受給していないこと

・所得制限

(４) 申請に必要なもの

① 身体障がい者手帳（お持ちの方のみ） ② 診断書（国が定める様式）

③ 本人名義の預金通帳 ④ マイナンバーに係る確認書類

＜ 注意事項 ＞

所得・課税証明書や障がい年金・遺族年金等の非課税収入がわかる書類を提出していただく

場合があります。その他については、「特別障がい者手当」の「その他」を参照ください。

特別児童扶養手当

(１) 対 象 者

・２０歳未満の障がい児を監護している方(父もしくは母)

・ 〃 を父母に代わって養育している方

(２) 内 容

対象者本人に対し、毎年４月・８月・１１月に口座振込で手当を支給します。

（月額：１級→５３，７００円、２級→３５，７６０円）

(３) 条 件

・障がい児が法で定められた施設等に入所していないこと（入院可）

・障がい児が障がいを事由とする年金を受給していないこと

・所得制限

(４) 申請に必要なもの

① 戸籍謄本（対象者と障がい児を含むもの）

② 診断書（国が定める様式） ※ 身体障がい者手帳又は療育手帳で代用できる場合あり

③ 本人名義の預金通帳 ④ マイナンバーに係る確認書類

その他については、前ページ「特別障がい者手当」の「その他」を参照ください。

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申 請 先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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児童扶養手当

(１) 対 象 者

・父又は母と生計を同じくしていない児童（１８歳になって最初の３月３１日まで。特別児童扶

養手当を受給している障がい児等は２０歳未満。）を監護、養育している方

・児童の父又は母に重度の障がいがあり、その児童を監護、養育している方

(２) 内 容

年６回（奇数月）、対象世帯の所得や児童数に応じた手当を支給します。

(３) 条 件

・所得制限

・他にもいくつかの条件や確認事項が

あります。詳しくは子育て支援課まで

お問い合わせください。

障がい基礎年金

(１) 対 象 者

初診日（※１）が次の①②③に該当する方で、かつ障がい認定日（※２）において障がい等級

１・２級（※３）に該当する方

① 国民年金の被保険者期間中に初診日のある方

② 国民年金の被保険者であった方であって、６０歳以上６５歳未満の日本国内に住所を有して

いる間に初診日のある方

③ ２０歳前に初診日のある方

※１ 初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の

診療を受けた日

※２ 障がい認定日とは、初診日から１年６か月を経過した日又はその期間中に症状が固定し

た場合はその日

※３ 国民年金法における等級であって、身体障がい者手帳の障がい等級とは異なります。

障がい認定日に障がい等級に該当せず、その後状態が重くなって、１・２級に該当するように

なった方は、６５歳の誕生日の前々日までの期間内に支給の請求ができます(事後重症制度)

(２) 内 容

障がいの認定を受けた月の翌月から、死亡した月まで支給されます。

ただし、障がいの程度が軽くなり該当しなくなったときは、該当しない間の支給が停止されます。

なお、支給金額については、障がいの等級及び子の加算額により異なります。

全額支給（月額） 一部支給（月額）

児童１人の場合 ４４，１４０円

受給者の所得に応じて

４４，１３０円～１０，４１０円

※所得超過の場合は０円

児童２人目の加算額 １０，４２０円

受給者の所得に応じて

１０，４１０円～５，２１０円

※所得超過の場合は０円

児童３人目以降の加算額

（１人につき）
６，２５０円

受給者の所得に応じて

６，２４０円から３，１３０円

※所得超過の場合は０円

（問い合わせ先・申請先）

子育て支援課 ℡ ２１－１７６５

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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(３) 条 件

初診日の前日を基準として、一定の保険料の納付要件を満たしていること（２０歳前に初診

日のある方は除く）、認定日時点の障がいの程度が、政令で定められている障害等級表の１級

または、２級になっていること

※詳しくは、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）をご覧ください。

障がい年金生活者支援給付金

(１) 対 象 者

以下の支給要件をすべて満たしている方

① 障がい基礎年金を受給している方

② 前年の所得額（※１）が４，７２１，０００円（※２）以下である方

※１ 障がい年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれま

せん。

※２ 扶養親族等の数に応じて増額されます。

(２) 内 容

障がい等級（※３）によって、次のとおり給付されます。

障がい等級が１級の方：６，４２５円（月額）

障がい等級が２級の方：５，１４０円（月額）

※３ 国民年金法における等級であって、身体障がい者手帳の障がい等級とは異なります。

※ 詳しくは、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）をご覧ください。

障がい厚生年金

(１) 対 象 者

厚生年金加入中に初診日のある病気やけががもとで、障がい認定日(初診日から１年６か月を

経過した日又はその期間中に傷病が治った日(症状が固定した日)）において厚生年金法における

障がい等級１～３級（身体障がい者手帳の障がい等級とは異なります。）に該当する方

※ 事後重症制度あり（障がい基礎年金と同様）

(２) 内 容

障がいの程度が１・２級の方には障がい基礎年金(国民年金)に上乗せする形で、３級の方には

厚生年金独自の給付として支給されます。また、支給開始月及び終了月は、障がい基礎年金と同

様です。なお、支給金額については、各人の給与収入の状況(報酬比例での計算)及び配偶者の加

給年金額の有無により異なります。

(３) 条 件

国民年金の障がい基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

※ 詳しくは、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）をご覧ください。

（問い合わせ先・申請先）

国保年金課 ℡ ２１－１７５３

日本年金機構宮崎年金事務所 ℡ ５２－２１１１

（問い合わせ先・申請先）

国保年金課 ℡ ２１－１７５３

日本年金機構宮崎年金事務所 ℡ ５２－２１１１

（問い合わせ先・申請先）

日本年金機構宮崎年金事務所 ℡ ５２－２１１１

https://www.nenkin.go.jp
https://www.nenkin.go.jp
https://www.nenkin.go.jp
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心身障がい者扶養共済

(１) 制度の概要

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、

保護者に万一（死亡、重度障がい）のことがあった時、障がいのある方に終身一定額の年金を

支給する制度です。

(２) 加入できる保護者の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族

など）であって、次の全ての要件を満たしている方

① 市内に住所があること

② 年齢が６５歳未満であること（年齢は毎年４月１日における年齢です。）

③ 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

④ 障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること

(３) 障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

（年齢は問いません。）

① 知的障がい者

② 身体障がい者

（身体障がい者手帳を所持し、その障がいが１級から３級までに該当すること）

③ 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、①又は②と同程度の障がいと認められる方

（精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）

(４) 加入の手続き

次の書類を添えて、障がい福祉課にお申し込みください。

① 加入等申込書

② 住民票の写し（保護者及び障がいのある方それぞれが必要です。）

③ 申込者告知書（保護者の健康状態を告知する書類です。）

④ 心身障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類（身体障がい者手帳、療育手帳及び年

金証書等）

⑤ 年金管理者指定届出書（障がいのある方が年金を管理することが困難なとき）

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

宮崎県障がい福祉課 ℡ ２６－７０６８

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４



３．補装具・日常生活用具

補装具（購入・修理） ○介
(１) 対 象 者

身体障がい者手帳を所持している方又は難病等の方（P.84～87の疾患が対象）

(２) 内 容

身体上の障がいを補って、日常生活や社会生活をしやすくするための補装具（購入・修理

等）費を支給します。（事前に申請が必要となります。）

(３) 条 件

・原則１割の自己負担 ・所得制限あり

・障がいの種別による制限あり

・補装具の種類によっては、宮崎県身体障害者相談センターの判定が必要な場合あり

(４) 申請に必要なもの

① 手帳 ② 補装具費支給意見書（補装具によっては必要のない場合あり）
③ マイナンバーに係る確認書類

＜参考＞

* …介護保険サービスの場合は、レンタルとなります。

日常生活用具 ○介
(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方又

は難病等の方（P.84～87の疾患が対象）で別表に掲げる要件を満たす方

(２) 内 容

日常生活を容易にするための用具を給付します。（事前に申請が必要となります。）

(３) 条 件

・原則自己負担あり

・等級、障がいの種別、世帯構成による制限あり

(４) 申請に必要なもの
① 手帳 ② 日常生活用具給付意見書（用具によって必要のない場合あり）

※次ページ以降に種目、基準を記載した別表があります。

対 象 者 支 給 種 目

肢体不自由
義手、義足、体幹装具、上下肢装具、歩行補助つえ(介)*、車いす(介)*、

歩行器(介)*、座位保持装置、など

視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい 補聴器、人工内耳（音声信号処理装置の修理に限る）

内部障がい

(心臓機能障がい、

呼吸器機能障がい）

車いす(介)*

(このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・生活支援係

℡ ２１－１７７２

(申請先)

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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別
表

１

介
護

優
先

者
児

(学
齢

期
以

上
)

耐
用

年
数

基
準

金
額

１
級

２
級

１
級

２
級

下
肢

機
能

障
が

い
１

級

体
幹

機
能

障
が

い
１

級

下
肢

機
能

障
が

い
１

級
２

級

体
幹

機
能

障
が

い
１

級
２

級

Ａ

１
級

１
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

１
級

２
級

○
○

３
年

4
,4

6
0

【
令

和
5

年
４

月
1

日
】

種
目

障
が

い
及

び
程

度
※

そ
の

他
要

件
性

能
な

ど

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

療
育

手
帳

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

※
常

時
介

護
を

必
要

と
す

る
者

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

※
入

浴
に

あ
た

り
介

助
を

要
す

る
者

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

※
下

着
交

換
時

に
介

助
を

要
す

る
者

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い 下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

歩
行

補
助

杖
（

Ｔ
字

状
・

棒
状

の
つ

え
）

下
肢

機
能

障
が

い
・

体
幹

機
能

障
が

い
・

平
衡

機
能

障
が

い
T

字
状

、
棒

状
の

つ
え

で
夜

光
材

付
、

外
装

に
白

色
又

は
黄

色
ラ

ッ
カ

ー
使

用
も

含
む

。

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

平
衡

機
能

障
が

い

特
殊

寝
台

○
○

×
在

宅

ベ
ッ

ド
の

高
さ

や
背

部
、

脚
部

の
傾

斜
角

度
を

個
別

に
調

整
で

き
る

機
能

を
有

す
る

も
の

。
※

マ
ッ

ト
レ

ス
、

テ
ー

ブ
ル

、
落

下
防

止
柵

は
付

属
で

可
。

た
だ

し
付

属
品

の
み

の
申

請
は

不
可

。

８
年

1
5

9
,2

0
0

特
殊

マ
ッ

ト
○

○
○

※
３

歳
以

上
在

宅

者

次
の

よ
う

な
機

能
が

あ
る

こ
と

。
①

褥
瘡

の
防

止
②

失
禁

等
に

よ
る

汚
染

や
損

耗
が

防
止

で
き

る
機

能
を

有
す

る
（

ビ
ニ

ー
ル

等
で

加
工

し
た

も
の

を
含

む
）

５
年

2
5

,0
0

0
児

特
殊

尿
器

○
○

○
在

宅
尿

が
自

動
的

に
吸

引
さ

れ
る

も
の

。
５

年
6

7
,0

0
0

入
浴

担
架

○
○

※
３

歳
以

上

在
宅

担
架

に
乗

せ
た

ま
ま

リ
フ

ト
装

置
に

よ
り

入
浴

さ
せ

る
も

の
。

５
年

8
2

,4
0

0

体
位

変
換

器
○

○
○

在
宅

介
助

者
が

障
が

い
児

・
者

の
下

着
交

換
等

を
す

る
の

に
容

易
に

体
位

を
変

換
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

。
５

年
1

5
,0

0
0

移
動

用
リ

フ
ト

○
○

○
※

３
歳

以
上

在
宅

天
井

走
行

型
そ

の
他

の
住

宅
改

修
を

伴
う

も
の

を
除

く
。

４
年

2
0

0
,0

0
0

訓
練

い
す

（
児

童
の

み
）

×
○

※
３

歳
以

上
在

宅
原

則
と

し
て

付
属

の
テ

ー
ブ

ル
を

つ
け

る
も

の
と

す
る

。
５

年
3

3
,1

0
0

訓
練

用
ベ

ッ
ド

（
児

童
の

み
）

×
○

在
宅

腕
又

は
脚

の
訓

練
が

で
き

る
器

具
を

備
え

た
も

の
。

※
マ

ッ
ト

レ
ス

、
テ

ー
ブ

ル
、

落
下

防
止

柵
は

付
属

で
可

。
た

だ
し

付
属

品
の

み
の

申
請

は
不

可
。

８
年

1
5

9
,2

0
0

入
浴

補
助

用
具

○
○

○
※

３
歳

以
上

在
宅

入
浴

時
の

移
動

、
座

位
の

保
持

、
浴

槽
へ

の
入

水
等

を
補

助
で

き
る

用
具

。
た

だ
し

、
設

置
に

あ
た

り
住

宅
改

修
を

伴
う

も
の

を
除

く
。

８
年

9
0

,0
0

0

便
器

○
○

○
在

宅
手

す
り

を
付

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
取

り
替

え
に

あ
た

り
住

宅
改

修
を

伴
う

も
の

を
除

く
。

児
童

は
手

す
り

付
き

で
あ

る
こ

と
。

８
年

4
,4

5
0

移
動

・
移

乗
支

援
用

具
○

○
○

※
３

歳
以

上
在

宅

次
の

よ
う

な
性

能
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
①

本
人

の
身

体
機

能
の

状
態

を
十

分
踏

ま
え

、
必

要
な

強
度

と
安

定
性

を
有

す
る

も
の

。
②

転
倒

予
防

、
立

ち
上

が
り

動
作

の
補

助
、

移
動

動
作

の
補

助
、

段
差

解
消

等
が

目
的

の
も

の
。

た
だ

し
、

住
宅

改
修

を
伴

う
も

の
を

除
く

。

８
年

6
0

,0
0

0

介 護 ・ 訓 練 支 援 用 具 自 立 生 活 支 援 用 具
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１
級

２
級

Ａ

１
級

２
級

Ａ

１
級

２
級

Ａ

１
級

２
級

Ａ

○
○

在
宅

１
級

２
級

１
０

年
7

,0
0

0

在
宅

１
級

２
級

３
級

以
上

１
級

２
級

１
級

３
級

以
上

下
肢

機
能

障
が

い
・

体
幹

機
能

障
が

い
・

平
衡

機
能

障
が

い

療
育

手
帳

精
神

保
健

福
祉

手
帳

上
肢

機
能

障
が

い

療
育

手
帳

※
排

泄
後

の
処

理
が

困
難

な
者

身
体

障
が

い
者

手
帳

療
育

手
帳

※
火

災
発

生
の

感
知

及
び

避
難

が
著

し
く

困
難

な
障

が
い

者
の

み
の

世
帯

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

世
帯

身
体

障
が

い
者

手
帳

療
育

手
帳

※
火

災
発

生
の

感
知

及
び

避
難

が
著

し
く

困
難

な
障

が
い

者
の

み
の

世
帯

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

世
帯

視
覚

障
が

い

療
育

手
帳

※
障

が
い

者
の

み
の

世
帯

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

世
帯

歩
行

時
間

延
長

信
号

機
用

小
型

送
信

機
視

覚
障

が
い

聴
覚

障
が

い

※
聴

覚
障

が
い

者
の

み
の

世
帯

及
び

こ
れ

に
準

ず
る

世
帯

で
日

常
生

活
上

必
要

と
認

め
ら

れ
る

世
帯

上
肢

機
能

障
が

い

下
肢

機
能

障
が

い

体
幹

機
能

障
が

い

※
食

事
・

整
容

の
用

具
に

つ
い

て
は

入
院

中
で

も
申

請
可

（
施

設
入

所
中

の
者

は
不

可
）

。
調

理
用

具
に

つ
い

て
は

在
宅

者
に

限
る

。

呼
吸

器
障

が
い

体
幹

機
能

障
が

い

肢
体

不
自

由

音
声

・
言

語
障

が
い

で
喉

頭
摘

出
者

※
上

記
の

障
が

い
が

あ
る

身
体

障
が

い
者

・
児

で
医

師
意

見
書

に
よ

り
人

工
呼

吸
器

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

呼
吸

器
障

が
い

※
上

記
の

障
が

い
が

あ
る

身
体

障
が

い
者

・
児

で
医

師
意

見
書

で
た

ん
吸

引
器

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

、
又

は
、

現
に

た
ん

吸
引

器
の

給
付

を
受

け
て

い
る

も
の

頭
部

保
護

帽
○

○

転
倒

の
際

に
頭

部
を

保
護

で
き

る
性

能
を

有
す

る
も

の
。

（
ヘ

ル
メ

ッ
ト

を
含

む
）

Ａ
:ス

ポ
ン

ジ
、

革
を

主
材

料
に

製
作

。
Ｂ

:ス
ポ

ン
ジ

、
革

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
を

主
材

料
に

製
作

。

３
年

A
1

5
,2

0
0

Ｂ
3

6
,7

5
0

特
殊

便
器

○
○

○
在

宅
温

水
温

風
を

出
し

得
る

も
の

。
た

だ
し

、
取

り
替

え
に

あ
た

り
住

宅
改

修
を

伴
う

も
の

を
除

く
。

８
年

1
3

5
,0

0
0

火
災

警
報

器
○

○

在
宅

室
内

の
火

災
を

煙
又

は
熱

に
よ

り
感

知
し

、
音

又
は

光
を

発
す

る
も

の
（

一
世

帯
2

台
ま

で
）

６
年

1
5

,5
0

0

自
動

消
火

器
○

○

在
宅

室
内

温
度

の
異

常
上

昇
又

は
炎

の
接

触
で

自
動

的
に

消
火

液
を

噴
射

し
、

初
期

火
災

を
消

火
し

得
る

も
の

。
８

年
2

8
,7

0
0

電
磁

調
理

器
○

×
在

宅
６

年
4

1
,0

0
0

聴
覚

障
が

い
者

用
屋

内
信

号
装

置
○

×
音

、
音

声
等

を
視

覚
、

触
覚

等
に

よ
り

知
覚

で
き

る
も

の
。

１
０

年
8

7
,4

0
0

日
常

動
作

支
援

用
具

○
○

※
３

歳
以

上

在
宅

調
理

・
食

事
・

整
容

等
の

動
作

を
補

助
で

き
る

も
の

。
５

年
3

0
,0

0
0

人
工

呼
吸

器
1

0
0

,0
0

0

た
ん

吸
引

器
5

0
,0

0
0

自 立 生 活 支 援 用 具

自
家

発
電

機
・

外
部

バ
ッ

テ
リ

ー
○

○
※

年
齢

制
限

な
し

在
宅

自
家

発
電

機
…

ガ
ソ

リ
ン

又
は

ガ
ス

ボ
ン

ベ
等

で
作

動
す

る
、

正
弦

波
出

力
が

可
能

な
も

の
。

外
部

バ
ッ

テ
リ

ー
…

正
弦

波
出

力
が

可
能

で
、

定
格

出
力

が
3

0
0

W
以

上
の

も
の

。
た

ん
吸

引
器

用
に

お
い

て
は

2
0

0
Ｗ

以
上

の
も

の
。

※
自

家
発

電
機

ま
た

は
外

部
バ

ッ
テ

リ
ー

の
い

ず
れ

か
1

種
目

の
み

申
請

可
能

。

１
０

年
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介
護

優
先

者
児

(学
齢

期
以

上
)

耐
用

年
数

基
準

金
額

在
宅

○
○

在
宅

１
級

２
級

５
年

9
,0

0
0

○
×

在
宅

１
級

２
級

５
年

1
5

,0
0

0

○
×

在
宅

１
級

２
級

５
年

9
,5

0
0

１
級

２
級

１
級

２
級

在
宅

１
級

２
級

標
準

型
７

年
1

0
,4

0
0

携
帯

用
５

年
7

,2
0

0

在
宅

１
級

２
級

8
5

,0
0

0

2
3

,0
0

0

○
○

在
宅

１
級

２
級

６
年

9
9

,8
0

0

在
宅

在
宅

触
読

1
0

,3
0

0

音
声

1
3

,3
0

0

種
目

障
が

い
及

び
程

度
※

そ
の

他
要

件
性

能
な

ど

腎
臓

機
能

障
が

い
３

級
以

上

※
自

己
連

続
携

行
式

腹
膜

灌
流

法
(Ｃ

Ａ
Ｐ

Ｄ
）

に
よ

り
透

析
療

法
を

行
う

者

呼
吸

器
機

能
障

が
い

３
級

以
上

呼
吸

器
機

能
障

が
い

３
級

以
上

と
同

程
度

の
身

体
障

が
い

児
・

者
で

医
師

意
見

書
に

よ
り

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者

呼
吸

器
機

能
障

が
い

３
級

以
上

呼
吸

器
機

能
障

が
い

３
級

以
上

と
同

程
度

の
身

体
障

が
い

児
・

者
で

医
師

意
見

書
に

よ
り

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者

呼
吸

器
機

能
障

が
い

※
医

療
保

険
に

お
け

る
在

宅
酸

素
療

法
を

行
う

者

視
覚

障
が

い
者

用
　

体
温

計
 （

音
声

式
）

視
覚

障
が

い

視
覚

障
が

い
者

用
　

体
重

計
 （

音
声

式
）

視
覚

障
が

い

視
覚

障
が

い
者

用
　

血
圧

計
 （

音
声

式
）

視
覚

障
が

い

音
声

・
言

語
機

能
障

が
い

上
肢

・
下

肢
・

体
幹

機
能

障
が

い

視
覚

障
が

い

上
肢

機
能

障
が

い

視
覚

障
が

い

※
就

労
も

し
く

は
就

学
し

て
い

る
者

。
ま

た
は

就
労

や
就

学
が

見
込

ま
れ

る
者

視
覚

障
が

い

※
就

労
も

し
く

は
就

学
し

て
い

る
者

。
ま

た
は

就
労

や
就

学
が

見
込

ま
れ

る
者

視
覚

障
が

い
者

用
　

ポ
ー

タ
ブ

ル
レ

コ
ー

ダ
ー

テ
ー

プ
レ

コ
ー

ダ
ー

視
覚

障
が

い
者

用
　

活
字

文
書

読
上

げ
装

置
視

覚
障

が
い

文
字

情
報

等
を

読
み

取
り

、
音

声
出

力
す

る
機

能
を

有
す

る
も

の
。

視
覚

障
が

い

※
本

装
置

に
よ

り
印

刷
物

等
の

記
載

内
容

の
認

識
が

可
能

に
な

る
者

視
覚

障
が

い

透
析

液
加

温
器

○
○

透
析

液
を

加
温

し
、

一
定

温
度

に
保

つ
も

の
。

５
年

5
1

,5
0

0

ネ
ブ

ラ
イ

ザ
ー

（
吸

入
器

）
○

○
在

宅
５

年
3

6
,0

0
0

電
気

式
た

ん
吸

引
器

○
○

在
宅

５
年

5
6

,4
0

0

酸
素

ボ
ン

ベ
運

搬
車

○
×

在
宅

１
０

年
1

7
,0

0
0

携
帯

用
会

話
補

助
装

置
○

○
携

帯
式

で
、

言
葉

を
音

声
又

は
文

章
に

変
換

す
る

機
能

を
有

す
る

も
の

。
５

年
9

8
,8

0
0

情
報

通
信

支
援

用
具

○
○

在
宅

障
が

い
者

向
け

の
パ

ソ
コ

ン
の

周
辺

機
器

や
、

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ソ
フ

ト
。

パ
ソ

コ
ン

本
体

は
対

象
外

。
６

年
1

0
0

,0
0

0

点
字

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

○
○

文
字

等
の

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

の
画

面
情

報
を

点
字

等
に

よ
り

示
す

こ
と

の
で

き
る

も
の

。
６

年
2

8
9

,0
0

0

点
字

器
○

○
視

覚
障

が
い

価
格

は
点

筆
を

含
む

も
の

で
あ

る
こ

と
。

点
字

タ
イ

プ
ラ

イ
タ

ー
○

○
５

年
6

3
,1

0
0

○
○

在
宅

視
覚

障
が

い
１

級
２

級
音

声
等

に
よ

り
操

作
ボ

タ
ン

が
知

覚
又

は
認

識
で

き
る

も
の

。
６

年

視
覚

障
が

い
者

用
拡

大
読

書
器

○
○

装
置

に
よ

り
印

刷
物

等
を

、
簡

単
に

拡
大

し
モ

ニ
タ

ー
に

映
し

出
せ

る
も

の
（

音
声

読
み

上
げ

機
能

が
付

く
も

の
を

含
む

）
。

８
年

1
9

8
,0

0
0

暗
所

視
支

援
眼

鏡
○

○
主

に
夜

盲
症

、
視

野
狭

窄
症

状
に

対
し

て
の

機
能

を
有

し
て

お
り

、
暗

所
映

像
の

鮮
明

化
、

広
角

表
示

に
よ

り
こ

れ
ら

症
状

へ
の

対
応

を
行

う
も

の
。

８
年

3
9

5
,0

0
0

※
原

則
、

学
齢

期
以

上
で

、
当

該
装

置
に

よ
り

日
常

生
活

に
お

け
る

行
動

範
囲

及
び

社
会

参
加

の
機

会
が

拡
大

す
る

と
医

師
意

見
書

に
よ

り
認

め
ら

れ
る

者
（

児
）

。

視
覚

障
が

い
者

用
　

時
計

○
×

在
宅

視
覚

障
が

い
者

１
級

２
級

１
０

年

在 宅 療 養 等 支 援 用 具 情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 用 具
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○
○

在
宅

－
点

訳
料

在
宅

在
宅

１
級

２
級

笛
式

４
年

5
,0

0
0

（
8

,1
0

0
）

電
動

式
５

年
7

0
,1

0
0

4
7

,5
2

0
(2

ヶ
月

分
)

9
5

,0
4

0
(4

ヶ
月

分
)

在
宅

１
級

２
級

A
7

,7
0

0

Ｂ
5

,7
0

0

A
8

,5
0

0

B
5

,9
0

0

3
2

,0
0

0
（

2
ヶ

月
分

）

6
4

,0
0

0
（

4
ヶ

月
分

）

住 宅 改 修 費

聴
覚

障
が

い

音
声

・
言

語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
が

い

点
字

図
書

視
覚

障
が

い
※

年
度

内
６

タ
イ

ト
ル

ま
た

は
2

4
巻

を
限

度
と

す
る

。

聴
覚

障
が

い

※
本

装
置

に
よ

り
テ

レ
ビ

の
活

用
が

可
能

に
な

る
者

。

身
体

障
が

い
者

手
帳

※
一

人
暮

ら
し

で
あ

る
こ

と
。

通
報

先
の

了
解

（
２

名
以

上
）

が
必

要
。

呼
気

に
よ

り
ゴ

ム
等

の
膜

を
振

動
さ

せ
、

ビ
ニ

ー
ル

等
の

管
を

通
じ

て
音

源
を

口
腔

内
に

導
き

構
音

化
す

る
も

の
。

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
付

と
し

た
場

合
は

３
,１

０
０

円
増

し
と

す
る

こ
と

。

顎
下

部
等

に
あ

て
た

電
動

板
を

駆
動

さ
せ

、
経

皮
的

に
音

源
を

口
腔

内
に

導
き

構
音

化
す

る
も

の
。

価
格

は
、

電
池

又
は

充
電

器
を

含
む

も
の

で
あ

る
こ

と
。

視
覚

障
が

い

※
視

覚
障

が
い

者
の

み
の

世
帯

ま
た

は
こ

れ
に

準
ず

る
世

帯

居
宅

生
活

動
作

補
助

用
具

　
宮

崎
市

重
度

障
が

い
者

住
宅

改
修

費
助

成
事

業
実

施
要

綱
に

準
ず

る

聴
覚

障
が

い
者

用
　

通
信

装
置

○
○

在
宅

コ
ミ

ュ
二

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

緊
急

連
絡

等
の

手
段

と
し

て
利

用
で

き
る

も
の

。
５

年
7

1
,0

0
0

聴
覚

障
が

い
者

用
　

情
報

受
信

装
置

○
○

字
幕

・
手

話
通

訳
付

き
の

聴
覚

障
が

い
者

用
番

組
や

テ
レ

ビ
番

組
に

字
幕

及
び

手
話

通
訳

の
映

像
を

合
成

し
た

も
の

を
画

面
に

出
力

す
る

機
能

を
有

し
、

災
害

時
の

緊
急

信
号

が
受

信
で

き
る

も
の

。

６
年

8
8

,9
0

0

緊
急

通
報

電
話

○
×

障
が

い
者

が
身

に
付

け
る

こ
と

が
可

能
で

、
ご

く
簡

単
な

操
作

に
よ

り
緊

急
事

態
を

自
動

的
に

受
信

セ
ン

タ
ー

等
に

通
報

す
る

こ
と

が
可

能
な

も
の

。
－

6
6

,0
0

0

人
工

喉
頭

○
○

音
声

機
能

障
が

い
で

人
工

喉
頭

が
必

要
な

者
。

人
工

鼻
○

○
音

声
機

能
、

言
語

機
能

ま
た

は
そ

し
ゃ

く
機

能
の

障
が

い
手

帳
を

有
す

る
者

で
、

喉
頭

を
全

摘
出

し
、

常
時

埋
込

型
の

人
工

喉
頭

を
使

用
す

る
、

小
学

生
以

上
の

者

喉
摘

後
の

首
元

の
永

久
気

管
孔

か
ら

の
吸

気
を

加
湿

・
ろ

過
す

る
こ

と
で

痰
や

咳
の

解
消

を
手

助
け

す
る

も
の

。
－

視
覚

障
が

い
者

用
　

識
別

装
置

○
○

Ｉ
Ｃ

タ
グ

等
に

記
憶

さ
せ

た
情

報
を

、
装

置
を

か
ざ

し
た

り
触

れ
た

り
す

る
こ

と
に

よ
り

音
声

に
変

換
し

出
力

す
る

機
能

を
有

す
る

も
の

。
６

年
2

4
,7

8
0

収
尿

器

男
性

用

○
○

脊
髄

損
傷

等
に

よ
る

排
尿

障
が

い
（

特
に

失
禁

が
あ

る
場

合
）

に
よ

り
、

収
尿

器
を

必
要

と
す

る
者

。

採
尿

器
と

蓄
尿

袋
で

構
成

し
、

尿
の

逆
流

防
止

装
置

を
つ

け
る

も
の

と
す

る
。

　
A

:普
通

型
、

B
:簡

易
型

１
年

女
性

用
A

普
通

型
…

耐
久

性
ゴ

ム
製

採
尿

袋
を

有
す

る
も

の
。

B
簡

易
型

…
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
製

の
採

尿
袋

導
尿

ゴ
ム

管
付

。
（

採
尿

袋
２

０
枚

１
組

と
す

る
。

）

ス
ト

ー
マ

用
装

具

蓄
便

袋

○
○

直
腸

機
能

障
が

い
腸

管
の

切
除

ま
た

は
膀

胱
の

切
除

に
よ

っ
て

肛
門

か
ら

の
排

便
ま

た
は

膀
胱

か
ら

の
排

尿
が

困
難

と
な

り
、

腹
部

に
人

工
肛

門
ま

た
は

人
工

膀
胱

を
設

け
排

泄
を

行
っ

て
い

る
者

。

低
刺

激
性

の
粘

着
剤

を
使

用
し

た
密

封
型

又
は

下
部

開
放

型
の

収
納

袋
と

す
る

。
ラ

テ
ッ

ク
ス

製
又

は
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
フ

ィ
ル

ム
製

。
皮

膚
保

護
剤

等
ス

ト
マ

用
品

を
含

む
。

－

3
5

,4
3

2
（

4
ヶ

月
分

）

蓄
尿

袋
膀

胱
機

能
障

が
い

低
刺

激
性

の
粘

着
剤

を
使

用
し

た
密

封
型

の
収

納
袋

で
尿

処
理

用
の

キ
ャ

ッ
プ

付
と

す
る

。
ラ

テ
ッ

ク
ス

製
又

は
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
フ

ィ
ル

ム
製

。
皮

膚
保

護
剤

等
ス

ト
マ

用
品

を
含

む
。

4
6

,5
5

6
（

4
ヶ

月
分

）

紙
お

む
つ

○
○

※
3

歳
以

上

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

。
①

治
療

に
よ

っ
て

軽
快

の
見

込
み

の
な

い
ス

ト
ー

マ
周

辺
の

皮
膚

の
著

し
い

び
ら

ん
、

ス
ト

ー
マ

の
変

形
の

た
め

ス
ト

ー
マ

用
装

具
を

装
着

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

。
②

先
天

性
疾

患
（

先
天

性
鎖

肛
を

除
く

。
）

に
起

因
す

る
神

経
障

が
い

に
よ

る
高

度
の

排
尿

機
能

障
が

い
又

は
高

度
の

排
便

機
能

障
が

い
の

あ
る

３
歳

以
上

で
在

宅
の

者
。

③
二

分
脊

椎
に

よ
る

高
度

の
排

尿
機

能
障

が
い

又
は

高
度

の
排

便
機

能
障

が
い

の
あ

る
３

歳
以

上
で

在
宅

の
者

。
④

先
天

性
鎖

肛
に

対
す

る
肛

門
形

成
術

に
起

因
す

る
高

度
の

排
便

機
能

障
が

い
の

あ
る

３
歳

以
上

で
在

宅
の

者
。

⑤
お

お
む

ね
３

歳
未

満
に

発
症

し
た

脳
性

麻
痺

等
脳

原
性

運
動

機
能

障
が

い
に

よ
り

排
尿

も
し

く
は

排
便

の
意

思
表

示
が

困
難

な
３

歳
以

上
で

在
宅

の
者

。
⑥

上
肢

機
能

障
が

い
２

級
以

上
及

び
下

肢
機

能
障

が
い

２
級

以
上

、
か

つ
療

育
手

帳
Ａ

を
所

持
し

て
い

る
排

尿
も

し
く

は
排

便
の

意
思

表
示

が
困

難
な

３
歳

以
上

で
在

宅
の

者
。

紙
お

む
つ

、
尿

取
り

パ
ッ

ト
、

サ
ラ

シ
、

ガ
ー

ゼ
、

脱
脂

綿
が

給
付

対
象

。
※

お
し

り
拭

き
は

対
象

外
－

情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 用 具 排 泄 管 理 支 援 用 具
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別表2

【令和５年４月1日】

種目
介護
優先

障がい及び程度
※その他要件

性能
耐用
年数

基準
金額

特殊寝台　 ○ 在宅 寝たきりの状態にある難病患者等

ベッドの高さや背部、脚部の傾斜角度を個別に調整
できる機能を有するもの。
※マットレス、テーブル、落下防止柵は付属で可。
ただし付属品のみの申請は不可。

8年 159,200 

特殊マット　 ○ 在宅 寝たきりの状態にある難病患者等

次のような性能を有するものであること。
①褥蒼の防止
②失禁等による汚染や損耗が防止できる機能を有す
る
（ビニール等で加工したものを含む）

5年 25,000 

特殊尿器　 ○ 在宅 自力で排尿できない難病患者等
尿が自動的に吸引されるもので難病患者または介護
者が容易に使用しえるもの。

5年 67,000 

体位変換器　 ○ 在宅 寝たきりの状態にある難病患者等
介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に
使用し得るもの。

5年 15,000 

移動用リフト　 ○ 在宅
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者
等

天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 4年 200,000 

訓練用ベッド　 在宅
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者
等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。
※マットレス、テーブル、落下防止柵は付属で可。
ただし付属品のみの申請は不可。

8年 159,200 

入浴補助用具　 ○ 在宅 入浴に介助を要する難病患者等
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助
できる用具。

8年 90,000 

便器　 ○ 在宅 常時介護を要する難病患者等
手すりをつけることができる。ただし、取り替えに
あたり住宅改修を伴うものを除く。

8年 4,450 

歩行補助杖
（T字状・棒状のつえ）

下肢が不自由な難病患者等
T字状、棒状のつえで夜光材付、外装に白色又は黄色
ラッカー使用も含む。

３年 4,460 

移動・移乗支援用具　○ 在宅 下肢が不自由な難病患者等

次のような性能を有するものであること。
①本人の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度
と安定性を有するもの。
②転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補
助、段差解消等が目的のもの。
ただし、住宅改修を伴うものを除く。

8年 60,000 

特殊便器　 ○ 在宅 上肢機能に障がいのある難病患者等
温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えにあた
り住宅改修を伴うものを除く。

8年 135,000 

自動消火器 在宅
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難
病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液
を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年 28,700 

自家発電
機・外部
バッテ
リー

人工呼吸器

在宅

人工呼吸器を装着している難病患者等 自家発電機…ガソリン又はガスボンベ等で作動す
る、正弦波出力が可能なもの。
外部バッテリー…正弦波出力が可能で、定格出力が
300W以上のもの。
たん吸引器用においては２００Ｗ以上のもの。
※自家発電機または外部バッテリーのいずれか1種目
のみ申請可能。

10年

100,000 

たん吸引器 たん吸引器を使用している難病患者等 50,000 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具

電気式たん吸引器 在宅 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの。 5年 56,400 

ネブライザー
（吸入器）

在宅 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの。 5年 36,000 

動脈血中酸素飽和度測定器
（パルスオキシメーター）

在宅 人工呼吸器を装着している難病患者等
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な
機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年 157,500 

情
報
・
意
思
疎
通

支
援
用
具

暗所視支援眼鏡 在宅

視覚に障がいのある難病患者等
※原則、学齢期以上で、当該装置により日
常生活における行動範囲及び社会参加の機
会が拡大すると医師意見書により認められ
る者（児）。

主に夜盲症、視野狭窄症状に対しての機能を有して
おり、暗所映像の鮮明化、広角表示によりこれら症
状への対応を行うもの。

８年 395,000

住
宅
改
修
費

居宅生活動作補助用具 　宮崎市重度障がい者住宅改修費助成事業実施要綱に準ずる

介
護
・
訓
練
支
援
用
具

自
立
生
活
支
援
用
具
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４．障がい福祉サービス等

居宅介護（ホームヘルプ）○介
(１) 対 象 者
在宅で、身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健
福祉手帳（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、
１８歳以上の場合は、障がい支援区分（１～６）の認定を受けた方

(２) 内 容
障がい児・者が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活を営むのに必要
な介護者がいない場合、ヘルパーを派遣し身体介護や家事援助、通院時の介助を行います。
原則１割の費用負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの
① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）
② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書
や特定疾患医療受給者証等）
③ マイナンバーに係る確認書類

同行援護

(１) 対 象 者
在宅で、視覚障がいにより身体障がい者手帳を所持又は視覚障がいを伴う難病等（※１）の
方で、国の定める基準に当てはまる方。

(２) 内 容
視覚障がいにより移動に著しい困難を有しており、適当な介護者がいない場合にヘルパーを
派遣し、移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を行います。
原則１割の費用負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの
① 身体障がい者手帳
② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書
や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に

掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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短期入所（ショートステイ）○介
(１) 対 象 者

在宅で、身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健

福祉手帳（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、

１８歳以上の場合は、障がい支援区分（１～６）の認定を受けた方

(２) 内 容

介護者の都合により障がい児・者が居宅で介護を受けることができない場合、宿泊を伴う

一時的な支援、援助をします。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

生活介護○介
(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、地域や入所施

設において、安定的な生活を営むために常時介護等の支援が必要な方で、障がい支援区分３以

上の方（５０歳以上の場合は２以上の方）

(２) 内 容

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的

活動又は生産活動の機会を提供します。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に

掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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療養介護

(１) 対 象 者

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で、障が

い支援区分５以上の方（疾病等の要件あり）

(２) 内 容

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日

常生活の世話を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

他に医療部分、食事療養部分の負担（世帯の収入に応じ月額上限あり。）が必要です。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳(知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ 前年の収入がわかる書類

④ 健康保険証及び標準負担額減額認定証

⑤ マイナンバーに係る確認書類

自立訓練（機能訓練）○介
(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、地域生活を営

むうえにおいて、身体機能・生活機能の維持・向上等のために、一定の支援が必要な方

(２) 内 容

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活機能の向上のた

めに理学療法や作業療法、その他必要なリハビリテーション等の訓練を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の

場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の

病名に該当していることがわかる証明書

（診断書や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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自立訓練（生活訓練）

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、地域生活を

営むうえにおいて、生活能力の維持・向上のために、一定の支援が必要な障がい者、難病等

（※１）の方

(２) 内 容

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために

入浴、排せつ及び食事等生活に必要な訓練を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

就労移行支援

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、一般就労等を

希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込ま

れる方（利用開始時に６５歳未満の方）

(２) 内 容

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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就労継続支援（Ａ型：雇用型）

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、就労機会の提

供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が

可能な方（利用開始時に６５歳未満の方）

(２) 内 容

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

就労継続支援（Ｂ型：非雇用型）

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方で、就労移行支援

事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない人や、一定の年齢に達している人などで

あって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方

(２) 内 容

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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自立生活援助

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方であって、障がい

者支援施設等を利用していた方又は居宅において単身若しくは同居家族による支援が見込め

ない方で、居宅における自立した日常生活を営む上で理解力や生活力等に不安があり、支援が

必要な方

(２) 内 容

自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対し、障がい者の状況を把握したうえで関

係機関との連絡をとりながら訪問等の必要な援助を行います。

(３) 申請に必要なもの
① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）
② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書
や特定疾患医療受給者証等）
③ マイナンバーに係る確認書類

共同生活援助（グループホーム）○介
(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳

（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）の方

(２) 内 容

共同生活を行う住居で、主として夜間に、相談や身体介護など日常生活上で必要な援助を行

います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

食費と光熱水費等の実費負担があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP. 84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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児童発達支援

(１) 対 象 者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就学の障がい児

(２) 内 容

就学していない障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団

生活への適応訓練などを行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

※ 満３歳になって初めての４月１日から３年間、負担額が無料となります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳又は医師の診断書等

② 難病等（※１）の児童については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断

書や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

放課後等デイサービス

(１) 対 象 者

学校（幼稚園及び大学を除く）に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認

められた障がい児

(２) 内 容

就学中の障がい児に対して、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進などを行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

①手帳又は医師の診断書等

②難病等（※１）の児童については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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居宅訪問型児童発達支援

(１) 対 象 者

児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難である

（人工呼吸器の装着等の医療を要する状態や感染症にかかる恐れがある状態）と認められた

障がい児

(２) 内 容

居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他必要な

支援を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限額があります。

※ 満３歳になって初めての４月１日から３年間、負担額が無料となります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳又は医師の診断書等

② 難病等（※１）の児童については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断

書や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

保育所等訪問支援

(１) 対 象 者

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設

に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児

(２) 内 容

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適用のための

専門的な支援、その他必要な支援を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限金額があります。

※ 満３歳になって初めての４月１日から３年間、負担額が無料となります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳又は医師の診断書等

② 難病等（※１）の児童については、対象

の病名に該当していることがわかる証明書

（診断書や特定疾患医療受給者証等）

③マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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外出介護○介 ※余暇目的以外での外出は、基本的に介護保険優先です。

(１) 対 象 者

① 身体障がい者手帳１・２級を所持、又は難病等（※１）で二肢以上に麻痺等があり、

障がい支援区分３以上又は要介護２以上の方で、移動に何らかの介助を必要とし、かつ

買い物や交通機関の利用など外出時において何らかの介助を必要とする方。

② 在宅で、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健福祉手帳（同程度

と認められる方を含む）を所持している方で、移動又は日常の意思決定・意思伝達のいず

れかに支援を必要とし、外出に何らかの支援を必要とする方

(２) 内 容

障がい児・者が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むのに

家庭に適当な介護者がいない場合、ヘルパーを派遣し外出の介助を行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象の病名に該当していることがわかる証明書（診断書

や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

日中一時支援○介
(１) 対 象 者

在宅で、身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健

福祉手帳（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）で、１８歳以

上の場合は、障がい支援区分（１～６）の認定を受けた方

(２) 内 容

日中に監護者がいない場合や、障がい児・者の日中活動の場、家族の就労支援、介護者の一

時的な休息を目的とし、障がい児・者の日中における一時的な預かりを行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象

の病名に該当していることがわかる証

明書（診断書や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。



38

地域活動支援センターⅡ型○介
(１) 対 象 者

在宅で、身体障がい者手帳、療育手帳（同程度と認められる方を含む）、精神障がい者保健

福祉手帳（同程度と認められる方を含む）のいずれかを所持又は難病等（※１）で、１８歳

以上の場合は、障がい支援区分（１～６）の認定を受けた方

(２) 内 容

雇用・就労が困難な在宅の障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供、機能訓練、

社会適応訓練、入浴等のサービスを提供します。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（知的障がい者・精神障がい者の場合は、医師の診断書等でも可）

② 難病等（※１）の方については、対象

の病名に該当していることがわかる証明書（診断書や特定疾患医療受給者証等）

③ マイナンバーに係る確認書類

訪問入浴サービス○介
(１) 対 象 者

身体障がい者手帳１級を所持している方、難病等（※１）の方で、次のいずれにも該当する方

・ 常時臥床またはこれに準ずる状態にあり、家庭において入浴が困難な方

・ 他のサービスを利用していても入浴が困難な方

・ 入浴可能な健康状態にある方

(２) 内 容

入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。

原則１割の負担で、世帯の収入に応じて段階的な月額上限があります。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳

② 難病等（※１）の方については、対象の

病名に該当していることがわかる証明書

（診断書や特定疾患医療受給者証等）

③ 医師の意見書（市が定める様式）

④ マイナンバーに係る確認書類

（※１）…対象となる疾患一覧をP.84～87に掲載

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・認定サービス係 ℡ ４２－６４４２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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手話通訳者及び要約筆記者派遣

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳（聴覚、音声又は言語機能障がい）を所持している方

(２) 内 容

手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、日常生活及び社会生活におけるコミュニケーションの

仲介を行います。

(３) 申請に必要なもの

・ 手帳

重度身体障がい者移動支援

(１) 対 象 者

タクシー等一般の公共交通機関の利用が困難で、車椅子を常時利用する１８歳以上の方

(２) 内 容

身体障がい者の移動を、ボランティアの運転するリフト付自動車で支援します。

(３) 条 件

・ 在宅又は医療法に規定する病院もしくは診療所に引き続いて１年以上入院していること

・ 身体障がい者手帳１、２級を所持していること

・ 利用登録をすること（調査を行い、市の決定をもって登録）

・ 介助が必要な方は介助者同伴

・ 利用者負担あり

※ 難病等の方（P.84～87の疾患が対象）も対象となる場合があります。

(４) 利用登録の申請に必要なもの

・ 身体障がい者手帳

(５) 利用方法

・ 利用登録完了後に申請できます。

・ 利用日の５日前までに、申込みが必要です。

※ 利用登録はお時間がかかりますのでご注意ください。

（問い合わせ先）

障がい福祉課・生活支援係 TEL ２１－１７７２

FAX ２１－１７７６

（申請先）

宮崎県聴覚障害者協会 TEL ３５－５０８０

FAX ３５－５０８１

（問い合わせ先・申請先）

宮崎市社会福祉協議会 ℡ ５２－５１３１
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福祉有償運送

(１) 対 象 者

バスやタクシー等の公共交通機関の利用が困難な、身体障がい者手帳１・２級、療育手帳、

精神障がい者保健福祉手帳１級のいずれかを所持している方

※ 上記の手帳等級に該当しない方でも対象となる場合があります。

(２) 内 容

単独での外出及び公共交通機関の利用が困難な障がい者の方に対し、NPO法人等がヘルパー

などの運転する自家用車等（車いす車又はセダン車）により移送サービスを行います。

(３) 利 用 方 法

・ 事前に利用会員登録が必要となります。

・ 活動内容や利用料金は実施団体により異なりますので、申請方法など詳しくは各団体に

お問い合わせください。（宮崎市HPに登録団体一覧を掲載しています）

地域活動支援センターⅠ型

(１) 対 象 者

・ 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方又

はその家族。

・ 難病の方（P.84～87の疾患が対象）又はその家族

・ 宮崎市に３ヶ月以上居住している方又は３ヶ月以上居住する見込みのある方。

(２) 内 容

利用者への相談支援や必要な情報提供を行うとともに、憩いの場としての居場所を提供し、

活動プログラムの提供やピア活動等により、地域社会との交流を支援します。

(３) 条 件

・ 通所可能な方

・ 活動内容によっては実費負担あり（利用は無料）

事業所名 所 在 地 開 所 時 間

地域生活支援センター

すみよし

宮崎市島之内７２１７番地１

TEL ３０－２５２４

FAX ３０－２５２９

月～土曜日

８：３０～１７：１５

※年末年始、祝休日は除く

※土曜日は第２・４のみ

江 南 よ し み

地域生活支援センター

宮崎市古城町南川内６７６番地

TEL ６４－１０３３

FAX ５４－３５９０

月～土曜日

８：３０～１７：１５

※年末年始、祝休日は除く

（問い合わせ先）

障がい福祉課・生活支援係 TEL ２１－１７７２
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地域活動支援センターⅢ型

(１) 対 象 者

・ １５歳以上の方

・ 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方

(２) 内 容

利用者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活

動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図ります。

(３) 条 件

・ 在宅であること（通所可能な方）

・ 通所定員あり

・ 活動内容によっては実費負担あり（利用は無料）

○地域活動支援センターⅢ型

事業所名 所 在 地 作 業 内 容

は ば た き

宮崎市和知川原１丁目９３番地

赤木コーポ１０１号

℡ ２９－５２５０

さをり織りを使った製品作成・

販売

か ふ ぇ ら て
宮崎市松山１丁目６番７号

℡ ７１－００３６
創作活動、食育活動

あ わ い や
宮崎市花ヶ島町南赤江町２０９６番地１

℡ ７１－３０１９
創作活動

（問い合わせ先）

障がい福祉課・生活支援係 TEL ２１－１７７２
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５．補助・貸付

重度障がい者住宅改修費助成○介
(１) 対 象 者

介護保険制度の対象外の方で次のいずれかの手帳を所持している方

・身体障がい者手帳１級～３級（ただし、上肢機能障がいは１～２級）

・療育手帳Ａ

・難病等の方（P.84～87の疾患が対象）

(２) 内 容

障がいの状態に応じて自宅の浴室やトイレ、居室等を改造する場合、それに要する費用を

助成します。

(３) 条 件

・在宅であること(居住条件あり)

・自己負担あり

・所得（課税）制限あり

・新築、増築、維持補修的な改修

ではないこと

・工事着工中、着工後ではない

こと

視覚障がい者鍼灸マッサー

ジ業支援事業

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳（視覚障がい）を所持している方

(２) 内 容

新規開設又は、開設後に直接必要と認められる施術用治療器の整備に要する費用を補助し

ます。ただし、一定の要件があります。

・限度額 新規開設…３０万円

開設後 …１０万円

(３) 条 件

・所得税非課税世帯であること

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証を所持していること

(４) 申請に必要なもの

① 手帳

② あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師の免許証

③ 見積書

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・生活支援係 ℡ ２１－１７７２

障がい者総合サポートセンター ℡ ６３－２６８８

そうだんサポートセンターおおぞら ℡ ２１－１９７５

地域生活支援センターすみよし ℡ ３０－２５２４

江南よしみ地域生活支援センター ℡ ６４－１０３３

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・生活支援係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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自動車運転免許取得助成

(１) 対 象 者

・身体障がい者手帳１級～３級を所持している方

・身体障がい者手帳４級以下で、かつ道路交通法の規定により運転免許取得について条件が

付される方

・上の条件のいずれかに該当する施設入所者で、施設長が免許取得を必要と認めた方

・過去に運転免許を取得していない方

(２) 内 容

自動車運転免許（第一種普通自動車免許に限る）取得費用の一部を助成します。

（上限１０万円）

(３) 条 件

・免許取得後の申請は助成対象外です。必ず、免許取得前に申請し、交付決定を受けてから

取得してください。

・所得制限あり

自動車改造費助成

(１) 対 象 者

次の全ての要件に該当する方

・身体障がい者手帳１級～４級を所持している方

・道路交通法の規定により、身体に応じた操縦装置を講ずる必要のある方

(２) 内 容

・自動車の改造費用の一部を助成します。（対象者本人が所有し運転する自動車に限る）（上

限９万円）

・道路交通法の規定により、自動車を運転するために必要な条件が付され、その条件により

必要な改造が対象になります。

・運転に直接関係しない改造（車椅子乗降用リフトの取り付け等）は対象外。

(３) 条 件

・改造後の申請は助成対象外です。

必ず改造前に申請し、交付決定を受けてから改造してください。

・所得制限あり

（このページについての問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・生活支援係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４
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生活福祉資金

(１) 対 象 者

・低所得世帯 ・障がい者世帯 ・高齢者世帯

(２) 内 容

経済的自立や社会参加の促進を図るため、必要な資金の貸付を行います。なお、貸付の

種類として、以下のものがあります。

・総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）

・福祉資金（福祉費・緊急小口資金）

・教育支援資金（教育支援費・就学支度費）

・不動産担保型生活資金

(３) そ の 他

※ 申し込みには原則として連帯保証人が必要です。

※ 貸付利子の利率は、連帯保証人を立てた場合は無利子ですが、連帯保証人を立てない

場合は、年１.５％です。（緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金は除く。）

（問い合わせ先・申請先）

宮崎市社会福祉協議会 ℡ ５２－５１３１
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６．控除・割引等

所得税・住民税の障がい者控除

(１) 対 象 者

納税義務者自身が障がい者である場合、又は同一生計配偶者及び扶養親族のうちに障がい

者がいる納税義務者

(２) 内 容

障がい者１人につき以下の金額を所得金額から差し引くことができます。

※ 納税義務者が、特別障がいのある同一生計配偶者又は扶養親族と同居している場合は、障

がい者控除の金額に、所得税で３５万円、住民税で２３万円を加算できます。

※ 税金については、このほか相続税・贈与税の

減免措置がありますので、詳しくは宮崎税務

署までお問い合わせください。

住民税の非課税措置

◎ 内 容

障がい者で前年の合計所得金額が１３５万円以下（給与所得者の年収に換算すると２０４万

４千円未満）の場合は、住民税が課税されません。

事業税の非課税措置

◎ 内 容

重度の視力障がい者（両眼の視力を喪失した方及び両眼の視力が０．０６以下の方。なお屈

折異常のある方については、矯正後の視力)が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、 きゅう、

柔道整復等の医業に類する事業を個人として行う場合は、非課税になります。

対 象 者（前年１２月３１日の現況） 所 得 税 住 民 税

〔特別障がい者〕

身体障がい者手帳 １、２級

療育手帳 Ａ

精神障がい者保健福祉手帳 １級

４０万円 ３０万円

※同居の加算額

（下記※参照）
３５万円 ２３万円

〔障がい者〕

身体障がい者手帳 ３級～６級

療育手帳 Ｂ１、Ｂ２

精神障がい者保健福祉手帳 ２、３級

２７万円 ２６万円

（問い合わせ先・申請先）

所得税：宮崎税務署 ℡ ２９－２１５１

住民税：市民税課 ℡ ２１－１７４８

（問い合わせ先・申請先）

市民税課 ℡ ２１－１７４８

（問い合わせ先・申請先）

宮崎県税・総務事務所 ℡ ２６－７２７４
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46

＊減免できる自動車は、所有者の名義が障がい者本人（原則） かつ車検証に 自家用 と記載され

ているもので 障がい者１人につき１台限り です。（自動車税種別割と軽自動車税種別割は、同時に減

免できません。）

本人運転の場合＝●、生計同一者又は常時介護者運転の場合＝○、※▲、△はそれぞれ等級の一部のみ

該当

※生計同一者とは、障がい者と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしている方をいい

ます。その範囲は、配偶者、６親等以内の血族、３親等以内の姻族です。

注 意 減免する年度の４月１日（賦課期日）現在において、対象となる等級に該当していなけれ

ばなりません。

※療育手帳（Ａ判定）及び精神障がい者保健福祉手帳（１級）所持者で、運転免許証を所持されている場合は、

宮崎県税・総務事務所にご相談ください。

身体障がい者手帳の

障 が い の 区 分

等 級 身体障がい者手帳の

障 が い の 区 分

等 級

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６

視 覚 障 が い
●

○

●

○

●

○

▲（４級の１）

△（４級の１）
上 肢 不 自 由

●

○

▲

△

聴 覚 障 が い
●

○

●

○
下 肢 不 自 由

● ● ● ● ● ●

○ ○ △

平 衡 機 能 障 が い
●

○
体 幹 不 自 由

●

○

●

○

●

○

●

喉 頭 摘 出 に よ る

音 声 機 能 障 が い

●

乳幼児期以前の

非進行性の脳病

変による運動機

能障がい

上 肢

機 能

▲ ▲

△ △

心臓、じん臓、呼吸器、

膀胱又は直腸、小腸機能

障がい

●

○

●

○

移 動

機 能

● ● ● ● ● ●

○ ○ ○

免疫、肝臓機能障がい
●

○

●

○

●

○
併 合 級 に つ い て

●

○

●

○

●

○

●

療 育 手 帳

「Ａ判定」●・○

（ただし、特別支援学校への通学

に使用する場合に限り、

「Ｂ１」「Ｂ２」○ ）

精神障がい者保健福祉手帳 「１級」●・○

自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免

＜自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の対象者一覧表＞

２級の１、２

及び両上肢で１種

（３級の１）

両上肢に障がい

がある者に限る



＜減免の申請について＞

納税義務者(名義) 申請書類 申請期限及び申請先

①自動車税種別割（自動車税環境性
能割）減免申請書

②身体障がい者手帳等

③運転免許証

④自動車検査証及び自動車検査証記
録事項

⑤納税義務者の個人番号（マイナン
バー）が確認できるもの【原本（個
人番号カード、通知カードなど）】
※生計同一者運転または常時介護者
運転の場合は、運転される方の個人
番号が確認できるもの【原本】も必
要

上記①～⑤と （申請期限）

　障がい者の

車を登録する日

　１．通院 （申請先）

　２．通学 宮崎県税・総務事務所

　３．通所 課税第三課

　４．生業等

上記①～⑤と

　障がい者の ★常時介護証明書（宮崎市発行） （申請期限）

　１．通院

　２．通学

　３．通所

　４．生業等 （申請先）

宮崎県税・総務事務所

課税第二課

℡　２６－７６０５

（障がい福祉課では、自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免申請にあたり、生計同一者の
方が運転される場合の減免申請理由証明書等の交付のみを行っています。）

使用目的 障がい者の状況

本
人
運
転
の
場
合

目的は問わない 障がい者本人

療育手帳A・精神
障がい者保健福
祉手帳１級を所
持している方

★自動車税種別割（・自動車税環境
性能割）減免申請理由証明書
（宮崎市発行）

身体障がい者
が１８歳未満

℡　５１－４２６９
　　５４－２７１２
　 （軽自動車分室）

※障がい者の
ために毎月数
回（週１回）
以上、申請以
降に半年以上
の定期的継続
使用が必要

身体障がい者
が１８歳以上

障がい者本人

既に車を所有している
時
　　↓

療育手帳A・精神
障がい者保健福
祉手帳１級を所
持している方 ４月１日から５月31日

{自動車税(種別割)の
納期限}まで

身体障がい者
が１８歳未満

※単身障がい
者のために週
３回程度以
上、申請以降
に１年以上の
日常的継続使
用が必要

身体障がい者
が１８歳以上

自
動
車
税
種
別
割
・
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

生
計
同
一
者
（
注
）
運
転
の
場
合

専　
　

ら

障がい者本人
または
障がい者と生計
を一にする方
（生計を一にす
る方：配偶者、
６親等以内の血
族、３親等以内
の姻族）

★の申請に必要なもの
Ⓐ身体障がい者手帳等

Ⓑ運転者の免許証

Ⓒ自動車検査証及び自動車検査証記
録事項（自動車取得前ならば不要）

Ⓓ通院、通学、通所等の証明書（用
紙は障がい福祉課・各総合支所にあ
り）

Ⓔ生計同一であることを証明する書
類（続柄が明記された住民票、健康
保険証等）

上
記
以
外
の
方

常
時
介
護
者
運
転
の
場
合

日
常
的
に

障がい者本人

★の申請に必要なもの
上記Ⓐ～Ⓔと

Ⓕ自動車運行計画書

Ⓖ誓約書

Ⓗ身体障がい者等との契約関係の存
在を証明する書類（介護者が有償に
より身体障がい者等のために自動車
等を運転する場合）

上
記
以
外
の
方

（問い合わせ先・申請先）
宮崎県税・総務事務所　　TEL ２６－７６０５
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軽自動車税種別割の減免

身体障がい者手帳等を持っている人のために使用される軽自動車等（軽自動車（四輪・三輪・二輪）、原動機付自

転車、二輪の小型自動車）は、一定の要件に該当する場合、納税義務者の申請により軽自動車税種別割の減免（全額

免除）を受けることができます。軽自動車税（種別割）の減免申請は、毎年5月中に、宮崎市役所市民税課および各

総合支所地域市民福祉課にて受け付けております。

減免の対象となる軽自動車等は、納税義務者が障がい者本人もしくは生計同一者※で、障がい者１人につき１台限

りです。（自動車税種別割の減免を受けている方は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。）

また、車検対象車両については、車検証に自家用と記載されていることが必要です。

※生計同一者とは、障がい者と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしている方をいいます。その範囲は、

配偶者、６親等以内の血族、３親等以内の姻族です。

注 意 減免する年度の４月1日（賦課期日）現在において、対象となる等級に該当していなければなりません。

対象となる等級＝○

（本人、生計同一者、常時介護者、いずれの運転の場合も対象となる等級は同じ）

■身体障がい者等が利用するために、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽の装着等の特別の装置

を備えた軽自動車についても減免の制度があります。

身体障がい者手帳の

障 が い の 区 分

等 級 身体障がい者手帳の

障 が い の 区 分

等 級

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６

視 覚 障 が い ○ ○ ○ ○ 上 肢 不 自 由 ○ ○ ○

聴 覚 障 が い ○ ○ ○ 下 肢 不 自 由 ○ ○ ○ ○ ○ ○

平 衡 機 能 障 が い ○ ○ 体 幹 不 自 由 ○ ○ ○ ○

音 声 機 能 障 が い ○
乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に

よる運動機能障が

い

上 肢

機 能
○ ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう

又は直腸、小腸機能障がい
○ ○ ○

移 動

機 能
○ ○ ○ ○ ○ ○

免疫、肝臓機能障がい ○ ○ ○ ○ 併 合 級 に つ い て ○ ○ ○ ○

療 育 手 帳 「Ａ・Ｂ１・Ｂ２」○ 精神障がい者保健福祉手帳 「１･２･３級」○

＜軽自動車税種別割の対象者一覧表＞



＜減免の申請について＞

納税義務者（名義） 障がい者の状況 運転者 申請書類 申請期間及び申請先

①軽自動車税減免申請書

②身体障がい者手帳等

③運転者の免許証

④自動車検査証(軽自動車届出済証）
（電子車検証の場合は、自動車検査証
記録事項）

⑤届出者の本人確認書類

⑥軽自動車税納税通知書

⑦納税義務者の個人番号（マイナン
バー）が確認できるもの（個人番号カー
ドなど）

①軽自動車税減免申請書

②身体障がい者手帳等

③運転者の免許証

④自動車検査証(軽自動車届出済証）
（電子車検証の場合は、自動車検査証
記録事項）

⑤届出者の本人確認書類

⑥軽自動車税納税通知書

⑦納税義務者の個人番号（マイナン
バー）が確認できるもの（個人番号カー
ドなど）

●障がい者と生計同一者が別居して
いる場合、そのほかに必要となる書類
があります。詳しくは市民税課へお問
い合わせください。

①軽自動車税減免申請書

②身体障がい者手帳等

③運転者の免許証

④自動車検査証(軽自動車届出済証）
（電子車検証の場合は、自動車検査証
記録事項）

⑤届出者の本人確認書類

⑥軽自動車税納税通知書

⑦納税義務者の個人番号（マイナン
バー）が確認できるもの（個人番号カー
ドなど）

⑧誓約書兼運行計画書

⑨契約関係を証明する書類
　（介護者が有償で運転を行う場合）

●障がい者と生計同一者が別居して
いる場合、そのほかに必要となる書類
があります。詳しくは市民税課へお問
い合わせください。

　※１　生計同一者とは、障がい者と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしている方をいいます。
　その範囲は、配偶者、６親等以内の血族、３親等以内の姻族です。
　詳しくは市民税課へお問い合わせください。

　※２　常時介護者とは、障がい者のみで構成される世帯に属する障がい者を常時介護する方をいいます。

軽　

自　

動　

車　

税
 
種　

別　

割

障がい者本人

　４月１日現在

・身体障がい者
手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障がい者
保健福祉手帳

の交付をうけて
いる者

障がい者本人

（申請期間）
５月１日から３１日まで
（土日祝除く、３１日が土
日祝日の場合は翌開庁
日まで）

（申請先）

　市民税課
　℡　２１－１７４２

または各総合支所
・佐土原総合支所　地域市民福祉課
　℡　７３－１１１２

・田野総合支所　地域市民福祉課
　℡　８６－１１１２

・高岡総合支所　地域市民福祉課
　℡　８２－１１１２

・清武総合支所　地域市民福祉課
　℡　８５－１１０３

障がい者本人
または※1生計
同一者

　４月１日現在

・身体障がい者
手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障がい者
保健福祉手帳

の交付をうけて
いる者

障がい者本人
または※１生計同
一者

（障がい者のため
に運転する者に限
る）

障がい者本人
または※１生計
同一者

　４月１日現在

・身体障がい者
手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障がい者
保健福祉手帳

の交付をうけて
いる者

常時介護者
※２

（障がい者のため
に、継続して日常
的に運転する者）

（問い合わせ先・申請先）
　市民税課　TEL　２１－１７４２
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交通機関の運賃割引

・ 身体障がい者手帳の「第１種」と「第２種」については、等級表を参照ください。

・ 療育手帳については、「第１種」＝Ａ、「第２種」＝Ｂ１、Ｂ２です。

（１）鉄道運賃（ＪＲ九州）

（留意事項）

・介護者の定期乗車券は、障がい者が「通学者」であっても「通勤定期券」を割引します。

・介護者が割引を受けるには、同一種類・区間の乗車券類を本人と同時に購入する必要があります。

※ 上記はJR九州の内容です。他の鉄道会社については、利用される鉄道会社へお問い合わせください。

（２）航空運賃

一部の航空会社において、航空運賃の割引が適用されます。

① 対象者

満１２歳以上の身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けてい

る方と介護者（※）１名

※ 介護者とは、航空会社が介護能力があると認める満１２歳以上の方で、障がい者本人と

同時に同一区間を利用される方をいいます。

② 割引額等

各航空会社で異なります。各航空会社へお問い合わせください。

③ 適用区間

定期航空路線の国内線全区間

④ 利用条件

航空券の購入および搭乗の際、割引適用に必要な手帳又はスマートフォンアプリ「ミライロ

ＩＤ」の提示が必要となります。予約・購入方法は各航空会社で異なりますので、事前に

ご確認ください。

割引の対象者 種 類 割引率 割引特記事項 手続き

第
１
種
障
が
い
者

本人が単独で

利用する場合
普通乗車券 ５割引

片道１０１km以上利用する

場合に限る

各駅窓口等に

手帳を提示し

購入

本人が介護者

同伴で利用す

る場合

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券

本人

介護者とも

５割引

介護者は１人のみ適用

（距離の制限なし）

第
２
種
障
が
い
者

本人が単独で

利用する場合
普通乗車券 ５割引

片道１０１km以上利用する

場合に限る

本人（１２才未

満に限る）が介

護者同伴で利

用する場合

定期乗車券

本人

介護者とも

５割引

介護者は１人のみ適用

（距離の制限なし）

（問い合わせ先）

各鉄道会社

（問い合わせ先）

各航空会社
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（３）宮崎交通バス

（留意事項）

・本人の定期乗車券（通勤・通学）は、３割引になります。

・本人が小学生以下の場合は、割引制度があるため、以下のとおり取扱が異なります。

① 本人が、小学生未満の場合は、本人は無料、介護者は通常料金。ただし、本人が運賃を支払

う場合(４分の１の額)は介護者は半額。

② 本人が、小学生（小児料金適用）の場合は、本人は４分の１の額、介護者は半額。

⇒ 第１種は、本人・介護者ともに割引、第２種は本人のみ割引であることは変わりません。

・高速バスの運賃についても半額になります（身体・療育のみ）。対象者は上記のとおりです。

（４)フェリー

割引対象者、割引率、割引適用乗車券の種類等は、船舶会社によって取り扱いが異なります

ので、各船舶会社の支店又は営業所へお問い合わせください。

割引対象者 割引率 種類 備考 手続き

身
体
障
が
い
者
手
帳

第１種

本人

介護者１人

５０％

５０％

宮崎交通

県内一般

路線バス

乗車券

介護者割引については、障

がい福祉課で介護シール

の貼付が必要

バスを利

用する際、

直接提示

第２種 本人 ５０％

療
育
手
帳

第１種

（Ａ）

本人

介護者１人

５０％

５０％

介護者割引については、障

がい福祉課で介護シール

の貼付けが必要

第２種

(B1,B2)

本人

※

介護者１人

５０％

５０％

※介護者割引については、

本人が通学の場合のみ

（学校の証明が必要）

精
神
障
が
い
者

保
健
福
祉
手
帳

本人 ５０％

（問い合わせ先）

宮崎交通お客様バス案内センター ℡ ３２－０７１８

（問い合わせ先）

各船舶会社
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タクシー運賃割引

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方

(２) 内 容

乗車時に手帳を提示することにより、タクシー運賃の１０％を割引します。

（リフト付福祉タクシーにも利用できます）

※各タクシー会社により割引の対象者内容が異なりますので、詳しくは利用されるタクシー会社

へお問い合わせください。

重度障がい者へのタクシー利用券又はガソリン券の助成

(１) 対 象 者

① 身体障がい者手帳１、２級 ② 療育手帳 ③ 精神障がい者保健福祉手帳１級

上のいずれかを所持している方のうち市県民税の所得割が非課税の方

（ただし、手帳所持者が２０歳未満の場合は世帯員全員の市県民税所得割が非課税の方）

(２) 内 容

タクシー料金の一部を助成するタクシー券（宮崎市内発着の移動のみ利用可・５００円

券を２４枚）又は燃料費の一部を助成するガソリン券（登録車両のみ利用可・５００円券

を１２枚）を交付します。

タクシーについては、障がい者手帳による１０％割引と併用できます。また、じん臓機

能障がい者通院費助成との併用も可能です。（１回の乗車・給油につき何枚でも使用可能）

(３) 申請に必要なもの

① 手帳（上記①～③を複数所持している方は全ての手帳）

② 登録する車両の車検証

※ ガソリン券申請の場合のみ。手帳所持者又は同住所の家族の所有する車両に限る。

※ 令和５年１月１日以降に車検を受けている車両については、自動車検査証記載事項を

併せてご持参ください。
③ マイナンバーに係る確認書類

(４) 申請・交付先

障がい福祉課・各総合支所地域市民福祉課

各地域センター・市社会福祉協議会

（問い合わせ先）

各交通会社、各タクシー事業所

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・生活支援係 ℡２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。



じん臓機能障がい者通院費助成

(１) 対 象 者

次の①から③すべてに該当する方

① 身体障がい者手帳のじん臓機能障がい１級を所持している方

② 週１回以上、人工透析のために通院が必要な方

③ 世帯全員の市県民税所得割が非課税の方

(２) 内 容

タクシー運賃の一部を助成するタクシー券（透析での通院時のみ利用可・５００円券を２

４枚）又は燃料費の一部を助成するガソリン券（登録車両のみ利用可・５００円券を１２枚）

を交付します。

タクシーについては、障がい者手帳による１０％割引と、重度障がい者福祉タクシー利用

券との併用も可能です。（１回の乗車・給油につき何枚でも使用可能）

(３) 申請に必要なもの

① 手帳

② 登録する車両の車検証 ※ ガソリン券申請の場合のみ

※ 令和５年１月１日以降に車検を受けている車両については、自動車検査証記載事項を

併せてご持参ください。
③ マイナンバーに係る確認書類

(４) 申請・交付先

障がい福祉課・各総合支所地域市民福祉課・各地域センター・市社会福祉協議会

有料道路通行料割引

(１) 対 象 者

◎本人運転の場合

身体障がい者手帳を所持している方

◎介護者運転の場合

身体障がい者手帳「第１種」又は療育手帳「Ａ」を所持している方

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・生活支援係 ℡２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡８５－１１０４

マイナンバーに係る確認書類については、９５ページの

「マイナンバーに係る確認書類」をご覧ください。
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(２) 内 容

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者に対して、自立と

社会経済活動への参加を支援するため、有料道路通行料金を割引します。割引率…半額

有効期限は申請日から２回目の誕生日まで（手帳に再認定日が記載されている場合は再認

定日まで）で、以後更新が必要です。

(３) 条 件 令和５年３月２７日より適用

・事前登録できる自動車は障がい者１人につき１台

（ただし、事前登録されていない自動車・レンタカー・車検時の代車・タクシー（要介護者

のみ）なども割引の対象となります。）

・自動車の名義は障がい者本人又は配偶者、直系血族 等

（ただし、上記の方が自動車を所有していない場合、「自動車登録なし」での申請可）

・自動車は「自家用車」であること（ただし、適用されない車があります。）

(４) 申請に必要なもの（有効期限内に変更があった場合も同じ）

① 身体障がい者手帳及び療育手帳「A」

② 車検証及び自動車検査証記録事項（発行されている場合のみ）

③ 免許証（身体障がい者手帳「第２種」で本人運転が条件の場合のみ）

※ ＥＴＣをご利用の場合には、下記の書類も必要となります。

④ ＥＴＣカード（障がい者本人名義）

※ 障がい者が未成年の場合は親権者又は法定後見人名義も可。

⑤ ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書等

(５) 申請先

障がい福祉課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター

※ 割引を受けるためには、手帳に証明を受ける必要があります。

＊ ご本人名義のETCカードを作ることが難しい場合、「ETCパーソナルカード」というもの

があります。各高速道路株式会社が発行するETCカードで、クレジット契約をせずにご

利用できます。詳しくは下記の「ETCカード事務局（パーソナルカード窓口）」へお問い

合わせください。 （問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

（その他 問い合わせ先）

西日本高速道路株式会社 ℡ 092-260-6111

ＥＴＣカード事務局(パーソナルカード窓口) ℡ 044-870-7333
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指定ごみ袋減免（非課税世帯）について

申請書を提出し、審査後認定された対象者に「宮崎市指定ごみ袋引換券」を送付します。

(１) 対 象 者

令和５年度の市・県民税が非課税で、次の①から③のいずれかに該当する世帯

① ３歳未満（令和２年５月２日以降、令和６年２月２８日までの誕生日）の乳幼児がいる世帯

② 在宅で、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当のいずれかを受給している者が

いる世帯

③ 在宅で、介護保険制度の要介護度４または５の介護認定を受けている者がいる世帯

(２) 申 請 方 法

環境業務課、総合支所、地域センター、地域事務所にある申請書に記入し、提出してください。

※ 市ホームページからもダウンロードできます。

(３) 引 換 場 所

「宮崎市指定ごみ袋取扱店」「宮崎市環境業務課窓口」

※ 「宮崎市指定ごみ袋取扱店」・・・指定ごみ袋を販売している店舗

(４) 交 付 枚 数

燃やせるごみ「中袋」５０枚以内、燃やせないごみ「特小袋」１０枚以内

※ 資格取得日により交付される枚数が異なります。

(５) 注 意 事 項

年度内に１世帯１人のみ交付を受けられます。

（問い合わせ先・申請先）

環境業務課 ℡ ２１－１７６２
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公共施設の入場料等減免

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を所持する方は、手帳を提示すること

により、宮崎市が管理する次の施設での入場料等が免除になります。

この他にも、使用申請書を提出する際や施設に入場する際に手帳を提示することで、使用料等が

減免になる施設があります。減免の内容や必要な手続きなどについては、各施設にご確認ください。

※ 県や他の市町村が管理する施設の減免制度については、各施設へお問い合わせください。

※１ 宮崎市フェニックス自然動物園の駐車場については、手帳をお持ちの方を乗せてきた車に

限ります。

※２ プールのコースを占用する場合は、減免額が異なります。施設にご確認ください。

ＮＨＫ受信料の免除

◎ 半額免除の場合

(１) 対 象 者 （下記の障がい者が 世帯主 で 受信契約者 であること）

① 視覚障がい又は聴覚障がい者（等級不問）

② 重度の障がい者

（身体障がい者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障がい者保健福祉手帳１級）

※ 世帯構成員の課税の有無は問わない。

(２) 内 容

放送受信料を半額免除する証明書を発行します。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳

② 印鑑

施 設 名 対象者 備 考

宮崎科学技術館

℡ ２３－２７００

本 人

介護者 本人が身障１・２級、療育、精神

フローランテ宮崎

℡ ２３－１５１０

本 人

介護者 本人が身障第１種、第２種（２級のみ）、療育、精神

宮崎市フェニックス自然動物園（※１）

℡ ３９－１３０６

本 人

介護者 本人が身障１種、第２種（２級のみ）、療育、精神

歓鯨館（プール利用料のみ ※２）

℡ ６２－７７５７

本 人

介護者
プール利用料のみ

（問い合わせ先） 各公共施設
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（問い合わせ先）各携帯会社

（問い合わせ先）各金融機関

◎ 全額免除の場合

(１) 対 象 者

手帳所持者（身体・知的・精神）を世帯構成員に有し、世帯全員市民税非課税の世帯

(２) 内 容

放送受信料を全額免除する証明書を発行します。

(３) 申請に必要なもの

① 手帳

② 印鑑

＜注意事項＞

免除手続き後に市内間転居・市外への転出

の場合や免除基準を満たさなくなった

場合は、ＮＨＫまでお問い合わせください。

携帯電話の料金割引サービス

対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方

※各携帯会社により割引内容が異なりますので、詳しくは各携帯会社へお問い合わせください。

預貯金等の利子非課税

(１) 対 象 者

・ 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方

・ 障がい者年金を受給している方 など

(２) 内 容

◎ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度（通称：マル優）

預貯金等の元本３５０万円までの利子に対する税が非課税になります。

※ 銀行で取り扱っている商品でもマル優が利用できない場合もあります。各金融機関に

ご確認ください。

◎ 障害者等の少額公債の利子所得等の非課税制度（通称：特別マル優）

国債と地方債の合計額面３５０万円までの利子に対する税が非課税になります。

「マル優」と「特別マル優」を合わせて利用すれば合計７００万円までが非課税となります。

また、他に利率の高い福祉定期預金がありますので、詳細は各金融機関までお問い合わせください。

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

（その他 問い合わせ先）

ＮＨＫ宮崎放送局営業部 ℡ ３２－８１２０
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７．その他

雇用安定

(１) 対 象 者

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方で、

就職を希望している方

※ なお、上記の手帳を所持していない精神障がい、発達障がい、難病のある方なども利用が

可能です。

(２) 内 容

（３）条 件

①～⑦……………精神障がいのある方は、症状が安定し就労可能と主治医が認める方（主治医

の意見書により確認します。）

⑥・⑦……………職業センターでの職業相談、職業評価を通じて適当であると判断を受けた方

種 類 内 容

① 職業紹介 障がいの特性を踏まえた求職相談、職業紹介を行います。

② 職業相談 ケースワーク方式による、きめ細かな職業相談を行います。

③ 公共職業訓練 必要な技術を習得させ、自立に向けた訓練を行います。

④
職場実習推進

事業

職場実習を通じて、事業主に障がい者への理解を深めてもらいます。

⑤ 職業評価

希望を踏まえてセールスポイント・ウィークポイントを整理するために適

性検査やワークサンプル等を行って、就職の進め方や支援の活用について

具体的な計画を提案します。

⑥
ジョブコーチ

支援事業

雇用の前後を通じて円滑に職場に定着することができるよう、職場適応援

助者（ジョブコーチ）が職場に出向き、障がい者本人と事業主や職場の従

業員に対して支援を行います。

⑦ 職業準備支援
当センターに通所する、または出前講習により、職業上の課題の把握とそ

の改善を図るための支援を行います。

⑧ 職場適応指導 就職後の職場定着に向けた本人及び職場への相談・支援を行います。

⑨

リワーク支援 うつ病等により休職されている方を対象に、事業主・主治医と連携しなが

ら、各種カリキュラムの受講等を通じて円滑な職場復帰に向けて支援を行

います。

（問い合わせ先）

①～④、⑧ 宮崎公共職業安定所 ℡２３－２２４５

②、⑤～⑨ 宮崎障害者職業センター ℡２６－５２２６
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おもいやり駐車場制度

(１) 対 象 者

下記に該当する方のうち歩行が困難な方、歩行に危険を伴う方、一時的に歩行が困難な方

◎ 身体障がい者手帳

視覚障がい４級以上、平衡機能障がい５級以上、上肢機能障がい２級以上、下肢機能障がい

４級以上、体幹機能障がい３級以上、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障が

い（上肢２級以上、移動機能６級以上）、内部障がい（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又

は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障がい）４級以上

◎ 療育手帳 Ａ

◎ 精神障がい者保健福祉手帳 １級

◎ 高齢者 要介護２以上

◎ 難病患者 特定医療費（指定難病）受給者、

小児慢性特定疾病医療受給者

◎ 妊産婦 産前４か月～産後３か月の方

◎ けが人等 けがや病気等により車いす、杖等を使用する方

(２) 内 容

(１)の対象者の申請により、県内共通（他本制度において宮崎県と締結している自治体で利

用可）の利用証を交付します。利用証をお持ちの方は、商業施設、病院、銀行、官公庁など

に設置されたおもいやり駐車場を利用することができます。

(３)申請に必要なもの

① 各種手帳や受給者証

※ ①の各種手帳等をお持ちでない方は診断書（「おもいやり駐車場利用証申請用診断書」）が

必要です。

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・医療福祉係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

（その他 問い合わせ先）

宮崎県障がい福祉課 ℡ ２６－７０６８

健康支援課（難病患者） ℡ ２９－５２８６

親子保健課（小児慢性）（妊産婦）℡ ７３－８２００
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駐車禁止除外措置

(１) 対 象 者

下記の等級以上の手帳所持者

◎ 身体障がい者手帳

視覚障がい４級の１、聴覚障がい３級、平衡機能障がい３級、上肢機能障がい２級の２、

下肢機能障がい４級（４級については一下肢４級の場合が対象）、体幹機能障がい３級、

脳原性運動機能障がい（上肢機能）２級、脳原性運動機能障がい（移動機能）３級、

内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障がい)３級

◎ 療育手帳 Ａ

◎ 精神障がい者保健福祉手帳 １級

(２) 内 容

(１)の対象者が、自動車を使用する場合、駐車禁止の除外措置があります。

駐車禁止除外指定車標章の有効期間は３年間です。以後更新が必要です。

(３) 条 件

・県内ナンバーの自動車のみ対象

（県外ナンバーの自動車は県内ナンバーに登録変更してから申請してください）

・駐車できるのは、道路標識による駐車禁止場所だけです。

・駐・停車禁止場所(交差点、トンネル等の法定の駐・停車禁止場所や道路標識による指定の

駐・停車禁止場所）や法定の駐車禁止場所（車庫から３ｍ以内等）は駐車できません。

・「駐車禁止除外指定車標章」を運転席前面に提示して駐車すること

※ 詳しくは住所地を管轄する警察署にお問い合わせください。

視覚障がい者社会参加支援

(１) 対 象 者

視覚障がいのある方及びその介護者

(２) 内 容

視覚障がい者の社会参加への契機とするために、趣味教室等の各種教室を開催します。

（問い合わせ先）

障がい者の住所地を管轄する警察署

宮崎北署 ℡ ２７－０１１０

宮崎南署 ℡ ５０－０１１０

高岡警察署 ℡ ８２－４１１０

（問い合わせ先）

宮崎市視覚障害者福祉会 ℡ ３２－４３３３
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点字広報・声の広報

(１) 対 象 者

視覚障がいのある方

(２) 内 容

点字を理解できる視覚障がい者に「点字宮崎市広報」を、点字を理解できない視覚障がいの

ある方に音声による「声の広報みやざき」を毎月発行し、希望者に配布しています。

「声の広報みやざき」は、YouTube宮崎市公式チャンネルにも掲載しており、宮崎市ホーム

ページからも再生できます。

手話ビデオの貸し出し

(１) 対 象 者

聴覚障がいのある方

(２) 内 容

毎月、市の広報等を中心とした情報を手話ビデオ化（ＤＶＤ化）し、無料で貸し出しています。

YouTube宮崎市公式チャンネルにも掲載しており、宮崎市ホームページからも再生できます。

記者会見

市では、毎月１回宮崎市長定例記者会見をYouTube宮崎市公式チャンネルにてライブ配信してい

ます。会見では手話通訳者が同席し、通訳を画面挿入しています。また、会見の資料等を同日中に

宮崎市ホームページに公開しています。

福祉機器等リサイクル推進

(１) 対 象 者

・ 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している方

・ ６５歳以上の方

・ 難病患者（医師の証明書又は、難病団体の会員証の提示が必要です。）

（問い合わせ先）

宮崎県視覚障害者福祉協会 ℡ ２２－５６７０

秘書課・広報広聴室 ℡ ２１－１７０５

（問い合わせ先）

障がい福祉課・生活支援係 TEL ２１－１７７２ FAX ２１－１７７６

宮崎県聴覚障害者協会 TEL ３５－５０８０ FAX ３５－５０８１

（問い合わせ先）

秘書課・広報広聴室 TEL ２１－１７０５ FAX ２９－６５４７
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(２) 内 容

不要になった福祉機器や介護用品を募り、随時消毒のうえ提供します。

提供を受けるに当たっては実費（消毒費や運搬費等）の一部負担があります。

回収は無料です。

歯とお口の健康相談

(１) 対 象 者

・ 市内に住所を有する方

・ 年齢は問いません

(２) 内 容

・ 歯科健診、相談、歯磨き指導等

(３) 条 件

・ 月２～３回の予約制

午前１０時００分～午前１２時００分、午後１時３０分～午後４時００分

・ 場所：宮崎市保健所・中央保健センター３階 第２歯科保健室

※ 治療は行いません。

※ 相談料は無料ですが予約制です。相談日は月によって異なりますので、事前に必ずお電話

ください。

福祉バス

(１) 対 象 者

宮崎市に事務所を置く公共交通機関の利用が困難な障がい者の属する団体又はこれに準ずる

団体で、かつ乗車人員のうち本市に住所を有する障がい者が３分の１を満たすこと

(２) 内 容

障がい者団体等が下記の事業を行う又は参加する場合に福祉バスを運行します。

・ 講習会又は研修会

・ スポーツ又はレクリエーション

・ その他障がい者の福祉の増進に必要であると認められる活動

(３) 条 件

・ 利用者負担あり

・ 原則県内を運行範囲とし、利用時間は午前９時～午後４時

※ 利用の際は、事前の予約（利用日の２か月前から可）が必要です。

(問い合わせ先)

宮崎身体障害者福祉協会 TEL ２９－０８８７ FAX ２５－１５９１

（問い合わせ先）

健康支援課 ℡ ２９－５２８６

（問い合わせ先・予約先）

宮崎市社会福祉協議会 ℡ ５２－５１３１
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市営住宅

(１) 対 象 者

障がい者世帯向け住宅

・１～４級の身体障がい者手帳を所持している方を含む世帯

・Ａ～Ｂ２の療育手帳を所持している方を含む世帯

・精神障がい者保健福祉手帳を所持している方を含む世帯

車いす世帯向け住宅

障がい者世帯向け住宅の申込資格のいずれかを満たし、かつ日常的に居宅内で車いすを使用

している方を含む世帯（書類審査で診断書の提出が必要）

(２) 内 容

「障がい者世帯向け」又は「車いす世帯向け」の住宅は、障がいのある方が生活しやすいよう

に造られた住宅で、その多くは団地の１階に造られています。

・入居者募集は年４回行っています。

申込みをされる場合は、団地や住宅ごとの申込みとなり、部屋を指定しての申込みはできま

せん。申込みをされた方のなかから、公開抽選にて入居者を決定します。

・申込順に入居受付を行う随時募集も行っています。

(３) 申 込 要 件

・入居申込者及び同居親族等に市町村税や公営住宅等家賃の滞納がないこと

・同居親族等があり、入居の際は同時に入居できること

（単身者の申込みについては、条件があります）

・現に住宅に困窮していることが明らかなこと

（公営住宅に住んでいる方や、持ち家がある方などは申込みできません）

・公営住宅入居収入基準を満たしていること

・入居申込者及び同居親族等が暴力団員でないこと

※ なお、市営住宅の入居に際しましては、原則として市内在住の連帯保証人１名が必要とな

ります。

（問い合わせ先）

宮崎市営住宅管理センター ℡ ７４－５２１１
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選 挙

１ 代理投票と点字投票

(１) 代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申

請（投票所で口頭で申出）すると、投票事務に従事する者の中から補助者２名が定められ、

そのうちの１人が選挙人の指示に従って投票用紙に代筆し、もう１人が、選挙人の指示どお

りに記載されているか立会います。

(２) 点字投票は、視覚障がい者である選挙人が、点字を用いて投票することができる制度で

す。投票管理者に申請（投票所で口頭で申出）すると、投票所に用意された点字器を使用し

て投票できるようになっています。

※ 投票の際に、分からないことがあれば、投票所職員に気軽にお尋ねください。

２ 郵便等による不在者投票

この制度は、身体に重度の障がいがある選挙人が、自宅等で投票用紙に記入し、これを郵便

等によって選挙管理委員会に送付することができる投票制度です。

(１) 対 象 者

ア 自書できる方で、かつ①、②、③のいずれかに該当する方

① 身体障がい者手帳

・両下肢、体幹の障がい又は移動機能の障がいが１、２級として記載されている方

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが１、３級として記載されている方

・免疫又は肝臓の障がいが１、２、３級として記載されている方

② 戦傷病者手帳

・両下肢、体幹の障がいが特別項症から第２項症までとして記載されている方

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第３項症

までとして記載されている方

③ 介護保険被保険者証

・要介護状態区分が要介護５として記載されている方

イ 自書できない方（代理記載）

上記ア①、②、③のいずれかの要件を満たし、かつ、身体障がい者手帳に上肢又は視覚の

障がいが１級として記載されている方又は戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいが特別項症

から第２項症までとして記載されている方は、代理記載人に記載させる郵便投票ができます。

(２) 条 件

郵便等による不在者投票を行うためには、事前に選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明

書（有効期間７年。ただし、アの③については、介護保険被保険者証の有効期間の末日まで）

の交付を受けることが必要です。

(３) 郵便等投票証明書の交付申請に必要なもの

申請書及び上記（１）を証明する身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証
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３ 障がいのある方・介助が必要な方への対応について

(１) 投票所受付にはコミュニケーションボードを準備しております。

投票所に来られた方のよくある質問や依頼をイラストにまとめたもので、文字や話し言葉に

よるコミュニケーションが難しい方であっても、指差しで意思表示ができる内容になっており

ます。必要な方は投票所でお知らせください。

(２) 投票所内の案内や代理投票の支援が必要な場合は、投票支援カードをご提示ください。

口頭で伝えることが苦手な方や困難な方は、選挙管理委員会ホームページに掲載された 投

票支援カードをダウンロードのうえ、必要な支援をご記入し、各投票所でご提示ください。必

要な支援をスムーズに受けることができます。

総合福祉保健センター

＜設置目的＞

障がい者・高齢者等の市民福祉の増進をはじめ、福祉活動の推進や疾病予防及び健康保持・

増進等に関する事業を行い、市民の皆さんが生きがいを高め、健康で安心して暮らせる環境を

創り出していくことを目的としています。

＜利用施設＞

主な利用施設は、以下のとおりです。（利用するには事前の登録が必要）

① ・機能訓練室 ・障がい者浴室 ・プール ※ ①の対象者：市内に住所を有する障がい者等

② ・和室 ・高齢者浴室 ※ ②の対象者：市内に住所を有する60歳以上の方

③ ・視聴覚室 ・研修室 ・調理実習室

精神障がい者家族教室

（１）対 象 者

・市内在住の方（ご家族）

（２）内 容

・統合失調症やうつ病などの精神疾患の方のご家族を対象とした教室。病気の理解や社会復

帰についての理解を深めるために、学習会や交流会を行います。

・実施日：２ヵ月に１回。実施日はお問い合わせください。

・場 所：宮崎市保健所

（３）条 件

・無料

・事前に予約が必要です。

・ご本人の参加はご遠慮ください。

宮崎市障がい者体育センター

（問い合わせ先）

選挙管理委員会 ℡ ２１－１８６０

（問い合わせ先）

宮崎市社会福祉協議会 ℡ ５２－５１３１

（問い合わせ先・予約先）

健康支援課・こころの健康係 ℡ ２９－５２８６
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(１) 対 象 者

原則として、障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれ

かの交付を受けている方）。

ただし、障がい者以外の方も利用可。

(２) 内 容

障がい者の方々にスポーツと健全なレクリエーションの場を設け、体力の維持・向上と交流

を深める目的で体育センターを開設しています。

車椅子の貸出し

＜障がい福祉課＞

(１) 対 象 者 市内在住で、身体障がい者手帳又は療育手帳を所持している方又は

難病等の方。

(２) 内 容 一時的に車椅子を必要とする方に、無料で貸し出します。

＜宮崎市社会福祉協議会＞

(１) 対 象 者 市内在住で、一時的に車椅子を必要とする方。

(２) 内 容 無料で貸し出します。

（問い合わせ先）

宮崎市障がい者体育センター ℡ ５３－１８２６

住 所：宮崎市大字恒久字西原５１３２番地

貸出期間 保有台数

障がい福祉課 最長１か月 ８台

貸出期間 貸出可能台数

宮崎市社会福祉協議会 最長３か月

（宮崎本所） ４７台

（佐土原支所）２１台

（田野支所） ２０台

(高岡支所） １７台

(清武支所） １３台

（問い合わせ先）

障がい福祉課・管理係 ℡ ２１－１７７２

宮崎市社会福祉協議会 ℡ ５２－５１３１
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成年後見制度について

本人や親族等による後見等開始の申立てが期待できない方について、市長が後見等開始の申立

てを行います。また、費用の負担が困難な方に対し、申立てに要する費用や後見人等への報酬の

助成を行います。

ヘルプマーク及びヘルプカード

(１) 対 象 者

① ヘルプマーク…次のいずれにも該当する方

・原則として身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は特定医療費（指

定難病）受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証を有している方及び高次脳機能障がい

の方

・周りからの援助や配慮を必要としている方

② ヘルプカード･･･次のいずれかに該当する方

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者及び難病患者であって、周りからの

援助や配慮を必要としている方

・妊産婦、けが人及び病人等であって、周りからの援助や配慮を必要としている方

※ ヘルプカードに書ききれない「困りごとやお願いしたいこと」を記入する用紙もあります。

必要な方に窓口で交付します。ヘルプカードに挟んで使用してください。

(２) 内 容

援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要とし

ていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、ヘルプマーク及びヘルプカードを交

付します。

(３) 条 件（ヘルプマーク）

・交付の際には、窓口にて申請が必要です。

・原則１人１個に限ります。（紛失、破損、汚損等により再交付を受ける際は、再交付申請が

必要です。）

（問い合わせ先・申請先）

高齢者や知的障がいの方について 福祉総務課 ℡ ２１－１７５４

精神障がいの方について 健康支援課 ℡ ２９－５２８６

（問い合わせ先・申請先）

障がい福祉課・管理係 ℡ ２１－１７７２

（申請先）

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４

（その他 問い合わせ先）

宮崎県障がい福祉課 ℡ ３２－４４６８

健康支援課（難病患者）℡ ２９－５２８６

親子保健課（小児慢性）℡ ７３－８２００
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①ヘルプマーク ②ヘルプカード

障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」

(１) 対 象 者

・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所持者

(２) 内 容

スマートフォンの専用アプリに登録することにより、画面に障がい者手帳情報を表示できるも

ので、障がいのある人の移動や生活がもっと便利に自由になるように考えられたものです。

宮崎市の所管する各施設や鉄道、バス等を利用する際の障がい者減免や割引に幅広く活用さ

れています。

※ アプリは株式会社ミライロが提供しています。スマートフォンで「ミライロＩＤ」と検

索し登録してください。

※ 利用できる交通機関、施設等は随時更新されていますので、ミライロＩＤのサイトをご

確認ください。

表面 裏面

　私の名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　連絡先の電話＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　連絡先名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　呼んでほしい人の名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　呼んでほしい人の電話＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　（　自　由　記　載　）

　私は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿してください。

　かかりつけ病院＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　飲んでいる薬＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

宮崎県

（問い合わせ先・申請先）

ミライロID（https://mirairo-id.jp）
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Ⅳ その他

１．相談窓口一覧

２．関係機関一覧

３．障がい者団体一覧

この章では、障がいのある方の様々な相談をお受けする場や関係機関を一覧表で紹介して

おります。



71

１．相談窓口一覧

相談窓口 相 談 内 容 所在地(電話番号)

宮崎市障がい福祉課

障がい福祉（身体障がい

者・知的障がい者・精神障

がい者）に関しての相談を

受けます。

橘通西１丁目１番１号

TEL ２１－１７７２

宮崎市佐土原総合支所地域市民福祉課
佐土原町下田島２０６６０番地

TEL ７３－１１１３

宮崎市田野総合支所地域市民福祉課
田野町甲２８１８番地

TEL ８６－１１１３

宮崎市高岡総合支所地域市民福祉課
高岡町内山２８８７番地

TEL ８２－１１１２

宮崎市清武総合支所地域市民福祉課
清武町西新町１番地１

TEL ８５－１１０４

宮崎市保健所中央保健センター

担当地区の保健師が

からだとこころの健康に

関する相談を受けます。

宮崎駅東１丁目６番地２

TEL ２９－５２８１

宮崎市総合福祉保健センター２Ｆ
花山手東３丁目２５番地２

TEL ５２－１５０６

佐土原保健センター
佐土原町下田島２０６６０番地

TEL ７３－１１１５

清武保健センター
清武町西新町１番地１

TEL ８５－１１４４

田野保健センター
田野町甲２８１８番地

TEL ８６－０１１７

高岡福祉保健センター「穆園館」
高岡町内山２８７７番地

TEL ８２－５２９４

障がい者相談室

（宮崎市役所 本庁舎１階）

相談員が各種相談に応じ、

助言等を行います。

橘通西１丁目１番１

TEL ２５－２１１１（代表）

内線 ３２８２

ﾒｰﾙ:33c-room@city.miyazaki.miyazaki.jp

視覚障がい者相談員

宮崎市視覚障害者福祉会

の相談員が電話や自宅等

訪問により、相談を受付け

ます。

祇園１丁目５０

TEL ３２－４３３３

宮崎市聴覚障がい者支援センター

聴覚障がい者相談員

宮崎市聴覚障害者協会の

相談員が電話等により、相

談を受付けます。

橘通東１丁目８番１１号

ＴＯＫＩＷＡ２５ビル４階Ｂ室

TEL/FAX ２２－３６９９
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２．関係機関一覧

(１)特別支援学校（市内及び近郊）

宮
崎
市
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

宮崎市障がい者

総合サポートセンター
障がい児・者やその家族、

支援者からの相談に応じ

障がい福祉サービスの利

用などについて支援しま

す。

※「そうだんサポートセン

ターおおぞら」では、医療

的ケア児とその家族への

支援に関する相談も受け

付けております。

花山手東３丁目２５番地２

TEL ６３－２６８８

FAX ５３－５５４０

そうだんサポートセンター

おおぞら

新別府町久保田６５７番地４

TEL ２１－１９７５

FAX ２１－１５４５

地域生活支援センター

すみよし

島之内７２１７番地１

TEL ３０－２５２４

FAX ３０－２５２９

江南よしみ

地域生活支援センター

古城町南川内６７６番地

TEL ６４－１０３３

FAX ５４－３５９０

学 校 名 （ 旧 校 名 ） 事 務 局 所 在 地 電 話

みやざき中央支援学校 宮崎養護学校 〒880-0121 大字島之内2100 39-1633

みなみのかぜ支援学校 宮崎南養護学校 〒889-1601 清武町木原4257-6 85-7851

清武せいりゅう支援学校 清武養護学校 〒889-1601 清武町木原4257-9 85-6641

赤江まつばら支援学校 宮崎赤江養護学校 〒880-0911 大字田吉4977-371 56-0655

明星視覚支援学校 盲 学 校 〒880-0121 大字島之内1390 39-1021
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(２)行政等関係機関

機 関 名 所 在 地 電 話

日本年金機構宮崎年金事務所 〒880-8588 天満2丁目4番23号 52-2111

宮 崎 公 共 職 業 安 定 所 〒880-8533 柳丸町131番地 23-2245

宮崎県福祉保健部障がい福祉課 〒880-0805 橘通東2丁目10番1号 26-7068

宮崎県身体障害者相談センター 〒880-0032 霧島1丁目1番地 29-2556

宮崎県中央福祉こどもセンター

宮 崎 県 中 央 児 童 相 談 所

〒880-0032 霧島1丁目1番地2

宮崎県総合保健センター内
26-1551

宮 崎 県 中 央 保 健 所 〒880-0032 霧島1丁目1番地2 28-2111

宮 崎県精神保健福祉センター 〒880-0032 霧島1丁目1番地2 27-5663

宮 崎 障 害 者 職 業 セ ン タ ー 〒880-0014 鶴島2丁目14番地17号 26-5226

宮 崎県立こども療育センター 〒889-1601 清武町木原4257-8 85-6500

宮崎県中央発達障害者支援センター
〒889-1601 清武町木原4257-8

ひまわり学園内
85-7660

宮 崎市総合発達支援センター 〒880-0834 新別府町久保田657-4 21-1616

宮 崎 県 社 会 福 祉 協 議 会 〒880-0007 〃 22-3145

宮 崎 県 難 病 相 談 ・ 支 援 セ ン タ ー 〒880-0007 〃 31-3414

宮 崎県立聴覚障害者センター
〒880-0051 江平西2丁目1-20

宮崎県生活情報センター内

38-8733

(FAX29-2279)

宮崎県立視覚障害者センター 〒880-0051 〃 22-5670

宮 崎 市 社 会 福 祉 協 議 会
〒880-0930 花山手東3丁目25番地2

宮崎市総合福祉保健センター内
52-5131

宮 崎 市 社 会 福 祉 事 業 団 〒880-0834 新別府町久保田657番地4 21-1500

宮 崎市障がい者体育センター 〒880-0916 大字恒久字西原5132番地 53-1826



３．障がい者団体一覧

団体名 所在地
電話番号

FAX番号
備考

医療的ケアを必要と

する子の親の会「四つ

葉の会」

宮崎市高岡町飯田

3279

TEL 090-4343-1226 活動内容

・情報交換会 ・年4回の会報「ハッピー

クローバー」の発行 ・関係機関との連

携 ・レクリエーション など

遷延性意識障害者家

族の会九州「つくし」

宮崎市江南2丁目

26-2

TEL 080-8562-0171

（代表：谷口）

FAX 092-526-0616

E-mail：kyusyu.ishiki@gmail.com

当事者と家族同士が支え合う為の懇親

会・勉強会(年4回)、講演会(年2回)、会

報発行(年2回)を実施

※遷延性意識障害…不慮の事故や病気等

により脳に重大な損傷を受け意識障害が遷

延(長く続く)している重篤な障がい

全国パーキンソン病

友の会宮崎県支部

宮崎市薫る坂

2丁目9-10

TEL 0985-50-3395

090-3663-4208

FAX 0985-50-3395

パーキンソン病の患者と家族の会

交流会（毎月開催）・会報誌発行（年2

回）・国会請願（毎年）・医療講演会（2～

3年に1回）・患者さんの体験発表（年

2，3回）

ホームページ：jpda-miyazaki.org

日本リウマチ友の会

宮崎支部

都城市蓑原町

3219-6

堀方

TEL 090-8298-4417

(山口)

リウマチに関する啓発活動

・年１回県内各地での医療講演会、療

養相談会

・患者交流会(現在コロナにより自粛)

・支部報発行(年3回)

はまゆう家族の会 TEL 090-5028-3665

FAX 0985-85-7085

精神障害 家族の会

毎月第3日曜日定例会(午前中)実施

宮崎県視覚障害者福

祉協会

宮崎市江平西

2丁目1番20号

TEL 0985-22-5670

FAX 0985-38-8730

視覚障がい者の方への情報提供や困

り事の相談などを実施。スマートフォン

やパソコン相談も行います。

まずは電話で連絡をお願いします。

宮崎県腎臓病協議会 宮崎市川原町

2丁目17-1

富田ビル1階

TEL 0985-27-0822

FAX 0985-73-8222

県内の腎不全患者の患者会

国会請願などの活動の他、会員の学習

会、交流会等を実施
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団体名 所在地
電話番号

FAX番号
備考

みやざき高次脳機能

障がい家族会あかり

TEL 090-6421-1192 毎月第3土曜日13：30～15：30

定例の家族会ミーティングを実施

(12月と8月を除く)

詳細は、ホームページ参照

宮崎市視覚障害者福

祉会

宮崎市祇園1丁目

50番地

宮崎市心身障が

い者福祉会館2階

TEL 0985-32-4333

FAX 0985-32-4333

宮崎市に在住する視覚障がい者の生活

と福祉の向上を目的として活動している

当事者団体です。

お気軽にご相談ください。

宮崎市肢体不自由児・

者父母の会

宮崎市祇園1丁目

50番地

宮崎市心身障が

い者福祉会館2階

TEL 0985-31-2830

FAX 0985-31-2830

E-mail：miyazakishishitai@ari_bbiq.jp

親睦会や勉強会など年に数回のイベント

を実施

ホームページ QRコード ➡

宮崎市重症心身障害

児（者）を守る会

宮崎市月見ヶ丘

4丁目23番17号

TEL 0985-54-7235

FAX 0985-54-7235

「最も弱いものをひとりももれなく守る」を

理念として重症心身障がい児(者)の福

祉、医療、教育の向上を目的に活動

宮崎市聴覚障害者協

会

宮崎市聴覚障がい者

支援センター

宮崎市橘通東1丁

目8番11号

TOKIWA25ビル

4階B室

TEL 0985-22-3699

FAX 0985-22-3699

聴覚障がい者福祉と文化水準の向上を

図ることを目的とする。

宮崎市聴覚障害者協会のFacebookをご

覧ください。

宮崎市手をつなぐ育

成会

宮崎市祇園1丁目

50番地

TEL 0985-27-9339

FAX 0985-27-9339

知的に障がいのある人とその家族を支援

する団体

本人活動、家族支援の研修、育成会

だより発行、啓発、困りごと相談

公益財団法人

宮崎身体障害者福祉

協会

宮崎市宮崎駅東

3丁目6番地7

TEL 0985-29-0887

FAX 0985-25-1591

福祉機器等リサイクル事業（※P62参照）

や各種教養講座、クラブ活動などを実施

詳細は、ホームページ参照

宮崎もやいの会 宮崎市丸島町

4－3

第6シャトーモリオ

カ203

TEL 0985-71-0036

FAX 0985-71-0036

精神障がい者の自立と社会参加を支援

するため、焦らず、頑張らず、無理せ

ず、のんびりと、をモットーとして活動し

ている団体
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団体名 所在地
電話番号

FAX番号
備考

佐土原町身体障害者

福祉協会

宮崎市佐土原町

西上那珂702-23

TEL 090-9658-2791 片麻痺の方も多く、卓球バレー、フライン

グディスク、親睦会、施設見学などを行っ

ています。団体の高齢化が進んでいま

すが、楽しく笑いの絶えない会です。

宮崎県自閉症協会

県央支部

宮崎市新別府町

薗田116-1

TEL 090-8831-0364

FAX 0983‐32‐8757

自閉スペクトラム症の当事者と家族の

会。療育キャンプ、土曜学級(親子レク

レーション)研修会、講演会を開催して

います。HPやFacebookで情報発信して

います。

宮崎県盲ろう者友の

会

宮崎市鶴島2丁目

9番6号

みやざき NPO ハ

ウス306号室

TEL 0985-71-3004

FAX 0985-71-3004

視覚・聴覚の両方に障がいのある盲ろう

者への支援と、その家族の支援をしてい

る団体。当事者の希望を聞いて交流会を

している。お気軽にご相談ください。
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令和５年４月発行

編集／宮崎市福祉部障がい福祉課

〒８８０－８５０５ 宮崎市橘通西一丁目１番１号

ＴＥＬ (0985)25-2111（代表）

ＴＥＬ (0985)21-1772（直通）

(0985)42-6442（直通）

※サービス・事業所に関すること

ＦＡＸ (0985)21-1776

メール 10syogai@city.miyazaki.miyazaki.jp

（問い合わせ先）

障がい福祉課 ℡ ２１－１７７２

佐土原総合支所・地域市民福祉課 ℡ ７３－１１１３

田野総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８６－１１１３

高岡総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８２－１１１２

清武総合支所・地域市民福祉課 ℡ ８５－１１０４


